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平成30年度第４回 地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会 会議録 

 

 

１ 日 時 平成31年１月30日（水） 午前10時30分から午後４時10分まで 

 

２ 場 所 県庁３階 特別会議室 

 

３ 出席者 

 ○ 委  員 小宮山 淳 委員、鮎澤 英之 委員、小口 壽夫 委員、 

        関 利恵子 委員、浜田 淳 委員、宮坂 佐和子 委員、 

        山上 哲生 委員 

 ○ 事 務 局 滝沢 弘 健康福祉政策課長、 

        瀬戸 斉彦 課長補佐兼県立病院・医療福祉係長 

 ○ 病院機構 久保 惠嗣 理事長、北原 政彦 副理事長、 

        原田 順和 理事兼改革統括医療監、村山 隆一 本部事務局長、 

        小山 勤 本部事務局次長、本藤 美奈子 本部事務局次長、 

        中条 善則 本部事務局次長 

 ○ 信州医療センター 寺田 克 院長、白鳥 博昭 事務部長 

 ○ こころの医療センター駒ヶ根 埴原 秋児 院長、森腰 孝之 事務部長 

 ○ 阿南病院 田中 雅人 院長、清水 和文 事務部長 

 ○ 木曽病院 井上 敦 院長、駒形 弘之 事務部長 

 ○ こども病院 中村 友彦 院長、島田 伸之 事務部長 

 ○ 信州木曽看護専門学校 清水 幾代 副学校長、秋山 篤 事務長 

 

４ 会議録 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

定刻となりましたので、ただいまから、平成30年度第４回地方独立行政法人長野県立病

院機構評価委員会を開会します。 

委員の皆様には、お忙しい中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

また、久保理事長を初め、病院機構の皆様に御出席をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

本日は、浜田委員が所用のため若干遅れるという連絡がありました。 

現在、６名の委員の皆様に御出席をいただいておりますので、会議成立に必要な定足数

に達しております。 

また、大月良則健康福祉部長が、所用のため、会議を欠席させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

最初に、小宮山委員長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

会議の開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日の平成30年度第４回評価委員会は、今年度最後の委員会でございます。 

この委員会では、評価において指摘された経営改善、それから上半期の取組等について

機構の本部並びに各病院、学校との意見交換などを予定しております。 

長時間にわたる会議となりますが、委員の皆様には忌憚のない御意見、御提言等をよろ
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しくお願いいたします。 

また、昨年の12月、評価委員が木曽病院と信州医療センターを視察させていただきまし

た。御対応いただいた機構職員の皆様には改めて感謝を申し上げます。 

この視察におきましては、病院のサービス向上に向けての取組、あるいは経営改善の取

組等につきまして御説明をいただき、日頃の御努力が着実に実を結びつつあるという一端

を拝見させていただきました。今後の第３期中期目標、中期計画の御審議をいただくとき

に活かしていきたいと思っております。 

それでは、本日もよろしくお願いいたします。 

 

（滝沢健康福祉政策課長） 

ありがとうございました。 

本日の会議ですが、第３期の中期目標の骨子案、来年度の評価の方法の見直し及び機構

の役員報酬規程の一部改正等について御説明を行いまして、その後、県立病院機構との意

見交換を行いたいと思います。 

なお、意見交換は午前・午後と、昼食を挟んで行う予定です。会議終了は、概ね午後４

時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

それから、資料につきましては事前に配付させていただいておりますが、追加資料とし

て、お手元に資料５－３をお配りしてございます。 

それでは議事に入りますが、ここからは評価委員会条例の規定に従い、小宮山委員長に

議長として会議の進行をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

（小宮山委員長） 

これより私が議事を進行しますので、皆様の御協力をお願いいたします。 

会議事項「（１）第３期中期目標について」でございます。事務局から御説明をお願い

いたします。 

 

＜事務局 資料１により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ただいまの御説明について御質問、御意見をお願いいたします。 

 

（鮎澤委員） 

第２で、「医療におけるＩＣＴ化の推進」を削除されたということですが、恐らくＩＣ

Ｔの技術は、この５、６年で進化すると思われるのですが、あえてこれを削除した理由に

ついて、現状では、電子カルテとモバイル端末を導入したことで、病院内のツールとして

は使われていますが、患者さんとのコミュニケーションツールとして使っていくことも考

えていかなければいけないと思います。 

技術はどうなるかわかりませんが、うまく使うことによって、例えば、在宅医療はもっ

と効率的にサービス提供できると考えています。そのため、あえて外した理由をお聞かせ

いただきたいと思います。 

また、財務ですが、本年度、大幅に計画と実績が乖離してしまい、その要因として、資

金収支の均衡があって、そこから損益計画を立てたという説明があったのですが、基本的

には逆だと思います。 

外部環境として、ここ５、６年間の地域条件、対象医療圏の人口がどう変動していくの

か、そのためにどういうサービスが必要という前提があって、病床数や機器がどれくらい
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必要なのか、そこから損益計画を立て、それに見合った収支が出てくると思います。 

資金ではなく損益を先に、それも外部環境を含めた根拠に基づいて作成しないと、今回

みたいに初年度から乖離が出てしまうので、今後、御検討いただければと思います。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

「ＩＣＴ化の推進」をなぜ削除したのかという御質問ですが、第２期については、電子

カルテシステムの導入と、信州メディカルネットへの参加と、明確な目標があり、導入費

用を、運営費で負担するということで目標に記載しました。 

全ての病院で電子カルテを導入し、信州メディカルネットにも参加したので、所期の目

標は達成できたという判断で、今回の骨子案では削除しています。 

鮎澤委員からの御指摘もございますので、今後、機構とも調整し、検討していきたいと

思います。 

財務に関して、損益が先ではないかという御質問については、骨子の段階ですので、関

係課や県立病院機構との意見交換や内容のすり合わせの中で、中期計画をどう立てれば現

実的なのかを視野に置きながら、考えたいと思います。 

 

（小宮山委員長） 

御検討いただきたいと思います。 

 

（小口委員） 

医療のＡＩ化が進んでいく中で、特に、県立病院では必要になってくると思うのですが、

そういう項目が１個もないので、入れた方が良いと思います。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

ＡＩ化も恐らく今後求められていくと思いますので、具体的にどのようなことが考えら

れるかを検討し、記載について検討したいと思います。 

 

（小口委員） 

地域医療構想や働き方改革は、病院改革で一番ホットなところですので、これらの言葉

を入れていただいた方が良いかと思います。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

地域医療構想につきましては、前文で触れたいと考えております。 

働き方改革への対応につきましては、項目名にはありませんが、第３の「４ 職員の勤

務環境の向上」の本文で触れたいと考えています。 

 

（山上委員） 

「第３ 業務運営の改善」と「第４ 財務内容の改善」が連動すると思います。 

第３があって第４を計画しており、これらはつながる気がしますので、一つにすること

は難しいでしょうか。 

また、第３に収益の確保と費用の抑制という項目が入ることに、少し違和感があります。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

第３と第４の枠組みですが、地方独立行政法人法に、「業務運営の改善及び効率化に関

する事項」や「財務内容の改善に関する事項」について記載するとされていることから、
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それぞれ別にしてあります。 

「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項」に、財務内容の改善に関する事項を

含めて記載することを検討したいと思います。 

 

（山上委員） 

第２も、結果として財政に非常に大きな影響を与えるものだと思います。負担しなけれ

ばいけないことと、無駄を省くことの区分が整理できるといいと思います。 

第２を行うために、相当な費用がかかりますが、区分がしっかりできないと、単に「財

政内容がまだ改善されていない」という話になりかねないと思います。 

絶対かけなければいけない費用はあります。それと、結果としての財務内容があるわけ

で、単に数値目標だけ立てるのではなくて、費用としてしっかりかけなければいけないも

のが、計画の中で明確になればいいと思います。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

はい、ありがとうございました。 

 

（宮坂委員） 

第２の「３ 医療に関する地域への支援」ですが、地域包括ケアシステムを考える中で

は、医療以外に、介護サービス等も積極的に推進することが含まれていますので、３にも、

「医療等」の「等」を入れた方が適切かと思います。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

「等」を入れる方向で考えたいと思います。 

 

（小宮山委員長） 

言葉の問題ですが、第２の３で、支援とか連携が出てくる。第２期だと貢献という言葉

も出てきますが、これは、支援というより協力に近いような気がします。 

また、「地域の保健福祉関係機関等との連携・支援」と中ポツがあるのですが、一般的

には同格で「との連携」はあっても、「との支援」とは、普通は使わないと思います。 

どちらかというと、高いところから支援するよりも、連携して協力する方がやんわりと

した表現かと思います。個人的な思いですが、御検討いただければと思います。 

 

（瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長） 

検討したいと思います。 

 

（小宮山委員長） 

他によろしいでしょうか。 

それでは、委員の皆様から御意見をいただきましたので、この辺を踏まえて、検討を進

めていただきたいと思います。ありがとうございました。 

先ほども御説明がございましたように、その過程でこの評価委員会の意見を求める場面

があると思いますが、委員の皆様から御意見等をいただきたいと思います。 

 

（小宮山委員長） 

会議事項「（２）各事業年度の評価方法の見直しについて」でございます。 

事務局から御説明をお願いいたします。 
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＜事務局 資料２により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。御意見をいただきたいと思います。 

以前の評価委員会で出た私どもの意見を、かなり取り入れていただいていると思います

が、いかがでしょうか。 

 

（小口委員） 

十分取り入れていただいて、簡潔になるでしょうし、評価しやすくなると思います。 

あとは、実例を入れていただいて、そうしないと、ちょっとわかりにくいので、お願い

したいと思います。 

 

（小宮山委員長） 

一つの実例を入れていただく方がわかりやすいと思います。他にはいかがでしょうか。 

浜田委員は、今、お着きになられたのですが、評価の見直しで、事務局から御提案があ

ったのですが、お気づきの点とかありますか。 

 

（浜田委員） 

評価委員会の委員の意見をよく取り入れていただいたと考えます。特にございません。 

 

（小宮山委員長） 

この方向で進めていただくということでよろしいでしょうか。 

それでは、来年度に向けて県で評価のやり方を見直すということで、お願いいたします。 

 

（小宮山委員長） 

次に会議事項「（３）平成31年度の評価委員会のスケジュールについて」でございます

が、事務局から説明をお願いいたします。 

 

＜事務局 資料３により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。スケジュールについては、評価委員会の開催が６回と多くて

大変ですが、御協力をお願いいたします。 

それでは、このスケジュールに沿って、進めていただくということにします。 

 

（小宮山委員長） 

 会議事項「（４）地方独立行政法人長野県立病院機構役員報酬規程の一部改正について」

です。 

病院機構において、役員報酬等の支給基準を変更したときは知事に届け出ることと規定

されております。 

届け出があったときに、知事は評価委員会に通知して、評価委員会が知事に意見を申し

出ることができるとされていますので、御審議をお願いするものでございます。 

それでは、事務局から御説明をお願いします。 
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＜事務局 資料４により説明＞ 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。御質問よろしいでしょうか。 

 

（鮎澤委員） 

改正の理由（１）に、年度末まで賞与の支給留保とありますが、支給しないこともあり

得るということでしょうか。 

 

（村山本部事務局長） 

機構として、最終的な判断はしていませんが、可能性としてはあります。 

 

（鮎澤委員） 

あり得るということですか、わかりました。 

 

（小宮山委員長） 

御意見はないということでよろしいでしょうか。 

それでは、この件について特に御異議ありませんので、評価委員会として「意見はない」

としたいと思います。ありがとうございました。 

 

（小宮山委員長） 

 次に会議事項「（５）各病院等との意見交換について」です。 

 病院等との意見交換ですが、今年度の上半期の業務実績や経営状況について、また評価

で指摘された課題への取組等について御説明をいただき、意見交換を進めたいと思います。 

午前に、機構本部さんとの意見交換を、昼食を挟んで各病院、看護学校との意見交換を

進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、機構本部さんからよろしくお願いいします。 

 

（久保理事長） 

最初に私からあいさつさせていただきます。 

評価委員会の皆様におかれましては、日頃から本機構の運営、あるいは経営等に対して

御意見をいただき、感謝申し上げます。本日もよろしくお願いいたします。 

本日は上半期の取組や経営状況につきまして、御意見をいただくわけでございます。各

病院、並びに信州木曽看護専門学校の取組につきましては、本日の午後に個別にヒアリン

グをお願いしたいと存じます。 

上半期を終えた時点での経営状況ですが、本日、資料の５－３で提出しておりますが、

昨年度から取り組んできた経営改善プログラムによる成果や、本日、各病院から具体的に

報告させていただきます様々な上半期の取組により、1億7,600万円余の経常黒字となって

おります。 

なお、12月末時点での経営状況ですが、前年度に比べ、医業収益で103.4％の伸びを確

保できました。その一方で、費用は対前年度99.9％でありまして、一定の利益を確保でき

ております。12月の月次決算では、累計３億円を超える経常利益となっております。 

今後の見通しにつきましては、昨年妥結した給与改定に伴い、上昇する給与費の原資の

捻出や、保留している勤勉手当0.1ヶ月分の支払い等がございますので、この３億円から引

かれるということになります。 
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また、年始から流行しておりますインフルエンザの影響により、病棟閉鎖等も一部の病

院で行っております。また、２月は少ない診療日数となりますし、３月になりますと、ド

クターの入れ替え等で入院患者さんの制限等もございます。 

なかなか最終的なゴールは見えませんが、少なくとも1億7,600万円の黒字は確保できる

のではないかと期待しており、昨年発生しました、債務超過も解消できるのではないかと

期待しております。 

詳しいことは、事務部長から説明させていただきます。 

 

（村山本部事務局長） 

本部事務局長の村山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

配付しました資料５－１をお願いいたします。 

平成29年度評価結果における課題への取組と進捗状況ということで、本部事務局につい

て御説明をいたします。 

２ページをお願いいたします。課題の（１）－２で、「県や関係機関と連携しながら、

経営状況等を勘案の上、必要な人材の確保と育成に努めていただきたい」ということに対

しての取組状況ですが、一番下に本部事務局がございます。 

診療報酬改定に対応した必要な人員確保に努めている他、県や信州大学を通じ、医師の

派遣を受けているところです。 

また、育成に関しては、研修の充実や受講の促進を図っており、本部研修センターが中

心となり課程別の研修とか、センター研修などの研修メニューを用意して、研修の充実を

図っています。 

４ページをお願いいたします。一番下の課題（１）－11をお願いいたします。 

人員増による体制強化が十分に効果を発揮するように、法人運営に取り組むというもの

ですが、これに対しては、今年度の４月に本部及び病院の事務部の組織改正を実施いたし

ました。 

これにより本部に、私の左隣にいる原田理事を本部事務局改革統括医療監にお迎えして、

看護管理における改革担当次長とか、臨床工学技士の経営戦略担当次長を配置し、幹部に

よる技術職員の適正な配置についての検討を始めました。 

これについては、後ほど、課題２で説明をいたします。 

また、本部に、診療報酬に精通した担当職員を病院から配置して、各病院の収益増対策

の進捗状況を、本部・病院間で毎月チェックできるようにしております。 

続きまして５ページをお願いいたします。課題の（２）－１です。 

「経営改善プログラムについて引き続き取組を進めるとともに、進捗管理をして成果と

課題を分析し、より実効性の高いプログラムとしていただきたい」というものに対して、

一番下の本部事務局ですが、平成29年度にはプラスで2億1,900万円余の改善効果がありま

した。平成30年度におきましては、計画でプラス2,100万円余の経営改善を図るべく、取組

を行っております。 

各病院の取組につきましては、上にそれぞれ記載のとおりで、また午後、各病院から説

明がございますけれども、これらの取組により、平成30年度は、７月以降は経常損益で毎

月黒字という状況になっております。 

それから、直近の経営状況につきましては、先ほど理事長のあいさつの中で申し上げた

とおりでございます。 

６ページをお願いいたします。課題の（２）－２です。 

「全ての役職員の経営参加・協力を一層進める」というものでございまして、2025年を

見据え、各病院の中長期ビジョンを策定してございます。 
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記載のように、各病院の職員の積極的な参加を得て、作り上げまして、12月の理事会に

おいて承認をいただいたところでございます。今後、中期目標の策定等にあたって、これ

らを周知していくということにしております。 

７ページをお願いいたします。課題の（２）－３です。 

「機能の新設・拡充や投資を行う場合は、費用対効果を重視して、その後の検証も十分

行う」というものですが、これについては、医療機器の導入に際しては医師、医療技術者

の代表者から構成される医療器械等審査部会で、効率的かつ効果的な取得を図る観点から

審査を行い、また併せて、審査部会で、過去に導入した医療機器について想定どおりの費

用対効果が得られているかどうかを検証、あるいは利活用策について検討を行っていると

ころでございます。 

今年度は既に２回開催し、延べ21件の審査を行ったところで、２月に３回目を予定して

ございます。 

８ページをお願いします。課題の（２）－４です。 

「病床利用率向上に向けた短期的な取組を行うとともに、中長期的な視点による病棟機

能の適正化の検討を進める」というものです。 

短期的な取組ですが、短期的な収益増に対する取組として、病院から毎月の新たな診療

報酬点数の取組状況や入院患者等の速報数値をもらい、新たな加算の取得などについて、

本部から病院に提案をして収益向上につなげているところであります。 

中長期的な課題については、地域医療構想の動向を注視しながら、病床機能の適正化に

ついて、今後、検討していくこととしております。 

９ページをお願いいたします。（２）－５です。 

「職員給与費対医業収益比率について、依然として高い状況にあることから、人員配置

の適正化の取組を進めていく、それからさらなる給与制度の見直しに取り組む」というも

のです。 

人員配置につきましては、看護部の適正人員数の検討を行いまして、配置部署の病棟ご

との適正人数、人員数について本部で試算をした結果を、９月の院長会議に報告しまして、

今後の適正化に向けた方向性を確認しております。 

現在、これをもとに各病院で取り組んでおりまして、９月と12月にはそれぞれ状況報告

を求めるとともに、本部でも各病院のサポートを行っております。 

給与制度については、給与の調整額及び特殊勤務手当の見直しを検討し、組合への事前

協議など、妥結に向けた交渉を行ったというのが上半期の状況ですが、その後、３回の組

合交渉を行いまして、先ほど資料４で説明があったとおり、給与の調整額や、特殊勤務手

当の見直しの他、今年度の県人事委員会勧告に準じた実施を行うという妥結をしたところ

でございます。 

なお、先ほどお話ししたとおり、留保分については、２月の経営状況を考慮した上で判

断するとしております。 

10ページをお願いします。（２）－６ですが、「医師の働き方改革については引き続き動

向を注視し、柔軟な対応をしていく」というものですが、これについては、引き続き情報

収集に努め、医師の勤務状況の把握や自己研鑽のあり方について議論をしているところで

あります。 

また、医師の負担軽減、時間外勤務の縮減に向け、昨年の12月から、原則として、患者、

家族への入所説明については勤務時間内に行うと、機構全体で決定したところです。 

それから11ページをお願いいたします。 

「職員の経営分析力を一層高め、経営を多角的に分析することで、財務内容の改善に向

けた取組を一層進め」というものです。 
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先ほど、（１）－19でも説明しましたが、本部に改革統括医療監、それから改革担当の

次長２名、それから診療情報に精通した職員を配置し、体制を整え、一層、経営状況の多

角的な分析、それから病院の提案などが可能になったところです。 

資料５－２につきましては、時間の関係もございますし、内容的には、資料の５－１と

重複する部分が多いので、説明は省略させていただきます。 

資料５－３をお願いいたします。 

病院ごとの経営状況につきましては午後に各病院から説明がございますけれども、機構

全体の上半期の経営状況については、資料５－３のとおりとなってございます。 

入院患者数ですが、上半期累計で12万3,900人余ということで、対計画で若干の増で

100.9％となっております。 

外来患者数は、19万6,900人で、対計画で－3,400人、98.3％となっています。 

これらを受けて経常収益は、全体で116億5,737万3千円、対計画で－1億2,299万円、99％

の伸びとなっておりますが、対前年度比では＋2億9,000万円余となっています。 

経常費用につきましては、全体で114億8,133万8千円、対計画で－2億3,747万5千円、対

計画比で98％ですが、対前年でも－8,816万9千円です。 

このように、それぞれ対計画ではマイナスですが、医業収益が大幅に上昇したことと費

用を抑えられたことにより、経常損益については、今年度上半期の累計で1億7,603万5千円、

対計画で1億1,448万5千円の増、対前年で比較しますと3億7,824万5千円の改善です。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは意見交換をよろしくお願いいたします。 

 

（鮎澤委員） 

非常に皆さん、努力されていると見て取れます。 

説明では、１月、２月、３月のマイナスの要因をおっしゃっていましたけれども、自信

を持って、今後の業務を進めていただければと感じました。 

 

（小口委員） 

すばらしい実績が出てきてすごいと思っています。 

個々の病院の分析が後からあると思うのですが、入院患者数が1,900人近く増え、外来

患者数の減にもかかわらず、これだけ収益が、収入が上がったというのはどう考えている

のかをお聞きしたい。 

全体としては、本部の主導によるものが、だんだん各病院に行き渡ってきて、こういう

結果になっていると思いますが、患者数があまり増えていないのに、収入が増えているの

は、多分いろいろな要因があると思うのですが、どうですか。 

 

（久保理事長） 

患者数は、昨年度に比べて大幅に増えているのは木曽病院でございまして、木曽病院で

は８月以降、かなり収益がいい方向に向かっています。 

「１歩２歩９ろじ」という、129人、毎日の入院患者数の目標を作っていただいており

ますけれども、それをはるかに上回る140人ぐらいの患者さんがおりますので、それが結構

大きいと思います。 

こども病院は検査入院とか、新しい入院患者さんを増やす取組をしております。 

信州医療センターは、院長がかわって３年目になるのですけれども、かつては外科チー

ムの問題とか産科診療の休診とかがございましたけれども、そういうものもなくなりまし
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て、ここへ来てお産の入院患者さんの数が伸びておりますので、全体としては入院患者の

増につながったと思います。 

こころの医療センター駒ヶ根については、外来患者さんが、これから減ってくるだろう

と思います。周りに開業の精神科の医師が増えてきまして、それで外来患者さんが減って

おります。 

今後は、今までは外来患者数も一つの目標にありましたけれども、入院患者さん中心の

医療に転換したいと思っております。 

阿南病院に関しては、ドクターが増えると患者さんも増えるし収益も上がると、はっき

りしております。今年度に関しては、10月に、急にドクターが辞めるという事態になり、

伸び悩んでおりますけれども、収支的にはプラスで推移しております。 

 

（小口委員） 

こども病院が地域医療支援病院になった影響も大きいのですか、プラスになっているの

ですか。 

 

（原田理事兼改革統括医療監） 

１年で１千数百万円ぐらいのプラスになっていると思います。 

ただ、その分、地域の病院に還元しなくてはいけないので、費用も多少かかっているの

ではないかと、推測しております。 

 

（小口委員） 

この前、木曽病院と信州医療センターの２病院を見せてもらって、今、説明も聞きまし

たが、全体で費用が減っているのですね。 

 

（久保理事長） 

先ほど説明しました、看護師数の適正化で少し数が減っておりますので、それが費用の

削減につながっていると思います。 

 

（小口委員） 

今の御時勢では、毎年２％から３％ぐらい人件費を主に費用が上がる。 

収入があれだけ上がって、逆に費用が減っているから、収益がすごく出ているので、す

ばらしいと思います。 

視察の際も事務部長たちが主体になって人員配置の適正化を進められて、看護師数が減

っていますよね。 

 

（久保理事長） 

適正な人員数を検討しております。 

 

（小口委員） 

そういうのもすばらしいし、見習う必要があると思います。 

 

（関委員） 

増収して費用が減って、特に給与費が減った理由は、看護師数を適正にするなど、いろ

いろなさっている工夫・努力の成果だと思いました。 

ただ、患者数が増えていくと、材料費とか治療にかかるコストは増えていくかと思いま
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すので、今後はこういったところ、減らせるものではないかと思うのですが、バランスで

見ていく必要があるのではないかなと思いました。 

 

（浜田委員） 

減価償却費が大幅に減っていますけれども、これはどういうことでしょうか。 

 

（村山本部事務局長） 

以前、導入した電子カルテの償却が終わったこと等で、大分落ちていますけれども、ま

た新たに電子カルテは導入していますので、今後、平成31年度以降、徐々に戻ってきます

ので、一時的なものになります。 

 

（北原副理事長） 

木曽病院とこども病院の建物の償却が終わってきているので、その分が大きいですね。 

 

（浜田委員） 

経営改善プログラムで、平成29年度ですが、2億2千万円ぐらいの改善効果があったと、

５ページにあります。これは具体的に、収入を増やす面と支出を減らす面と、両方あると

思うのですが。 

 

（村山本部事務局長） 

そうです。それが単純に損益にそのまま乗っているわけではないので、努力した中では

そのぐらいの効果はあると思うのですけれども。 

 

（浜田委員） 

久保理事長がおっしゃったように、医業収益が3.4％増ですか。 

すごく厳しい環境の中で、3.4％増というのはすごいと考えますし、コストを下げてい

るというのも非常に評価できると思います。 

 

（宮坂委員） 

看護職の適正配置という見直しをされて、給与費の部分で効果が出たというお話もあり

ました。入院部門だけでなく外来部門等もありますので、看護職の適正配置の考え方は難

しいです。 

また、看護職は、年間で離職や育休・産休の問題もあり流動的ということと、今年度は

任期付雇用の見直しもありました。 

そういった中で、９ページで検討を加えて今後の方向性を確認されたということですの

で、どんな検討と方向性が出されたか、を教えていただければと思います。 

 

（中条本部事務局次長） 

事務局次長の中条と申します。 

人員数の検討ですが、昨年６月の各職場の勤務表を取り寄せまして、各病院、各日の勤

務人数を把握しました。 

そうしますと、曜日による人員のばらつきが見られたのです。 

そこを修正して、最小の人数でその職場が回る人数は何人かを、自作の試算表を作り、

そこに代入すると、年間で代休を消化し、ある程度の年休を取得すると、職場で何人必要

かをはじき出す試算表がありまして、それを使って評価しました。 
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職員あたりの重症度、医療・看護の必要度、患者あたりの重症度、医療・看護必要度を

算出して、各病院で比較検討しました。 

そうしますと、病棟によってばらつきが出ていました。 

病棟の看護師についてもベッド数で配置するのではなくて、看護の必要度により配置を

検討した方がいいのではないかと提案しております。 

実際、何人必要かは、看護基準の人数だけではなく、現在の可能な人数をベースとして、

試算表を使って数値化しております。 

むり・むだ・むらをなくすために職場の中でどんなことができるのかを看護部に投げか

け、今、看護部が取り組んでいるところです。 

具体的な取組については、本藤から報告させていただきます。 

 

（本藤本部事務局次長） 

次長の本藤です。よろしくお願いします。 

各病院、問題になっていることは違います。長期的になる取組で、それぞれの病院に、

「ではこれをやってください」と言ってもなかなか進まない現状もあります。 

定期的にそれぞれの病院の看護部長を訪問し、機会があるごとに面談をして、実際、困

っていることを、十分サポートできる体制を取っています。 

また、夜勤ができない職員が非常に多いため、夜勤ができる人を採用することで、どん

どん人が増えていました。 

そこで、夜勤を免除している職員に直接働きかけをし、１回でも２回でも夜勤をやって

もらうことで、少し採用を抑えられたことが、今年度は成果になって出てきています。 

 

（宮坂委員） 

７対１や10対１という看護配置基準だけで決めてしまうと、現場は大変かと思いますの

で、今のお話を聞いて、実績に基づいて検討されてきたことがよくわかりました。 

今は、夜勤ができない人とできる人と、二極化してしまっていますが、そういう問題に

ついても対応していることもよく理解できました。ありがとうございます。 

 

（山上委員） 

大変、改善された数字だというのは私も共感しているところで、皆さんの努力の結果か

と思います。 

経費の下がり方が非常に大きく、対計画比で約５％下がっていることについて、御説明

いただきたいということと、減価償却費のお話がありましたけれども、機構全体で費用の

約９％が償却費ですが、これは医療という側面から見たときに健全なパーセンテージなの

か、あるいは多いのか少ないのか、この辺のところを。 

続いて、私どものような製造業で申し上げると、減価償却費は、ある程度しっかり持っ

ていないと、次の投資にもつながらないし、現実に外に出る費用ではないので、あまり怖

くないと個人的には感じるところですが、この辺の健全性についてお話いただければと思

います。 

 

（村山本部事務局長） 

経費の削減については修繕費を、どうしても必要なものは修繕しますけれども、緊急度

等に応じて、抑えられるものは抑えるという形で削減しております。その結果がこういう

形になっているということです。 
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（北原副理事長） 

減価償却費については、県立病院の時代から移行している資産なので基本的には、ざっ

くばらんに、県立病院時代は減価償却費に見合うものというのはあまり、県の会計からや

っているのであまり考えなくて、内部留保をあまり持っていなかったのです。 

他県の、中央病院を持っているようなところは意識しているのですが、そこら辺に対す

る手当がなかったというのが、県立病院の一番まずい点だったなと思っています。 

単年度、赤黒の話だけでやってきているので、減価償却はちょっと横に置いておいて、

とりあえず動いていればいいというので財政の査定があったので、今はきちんと適正に積

み込んでいるのでいいのですが、県立時代の病院の建て方は高い。 

こども病院はいい病院を作ってしまったので、減価償却費が、真四角に作れば安いので

すが、そういう病院の建て方の問題までもチェックしていかないと、今の医業収益の中で

は、そこを出すというのはかなり難しくなっている、そういう超過負担については、県が

政策医療としてやるならば、そこは少しもらうとかをしないと、だめかなと感じでは見て

います。 

減価償却費が適正かは、投資が適正なのかどうか、そこまでいかないとはっきりしない。 

医療器械については５年で償却しなければいけないので、電子カルテも含めて６年目、

７年目に電子カルテを使うと、その間、もうけが出てきますが、基本的には医療機器の更

新はかなり大変になってきているかなと思います。 

そういう面で、どういう医療器械を使いながら、今、こども病院でやってもらっている

のですけれども、こども病院単体で得られないというか、放射線治療器を使ってもそんな

にペイできないので、周辺の医療機関の人たちにも開放して使ってもらうことで、少しで

も収益を上げるとか、そういう工夫も少しずつ取り入れていますので、そこら辺の改善も

あると思います。 

 

（山上委員） 

わかりました。 

 

（小宮山委員長） 

他にはよろしいでしょうかね。 

本当に大変御努力されていることがよくわかりました。機構本部の皆様、ありがとうご

ざいました。 

これで午前の会議は終了といたします。 

 

 

（休 憩） 

 

 

（小宮山委員長） 

それでは、時間となりましたので、再開したいと思います。 

午後は各病院の皆様から御説明をいただき、意見交換したいと思います。 

最初に、阿南病院さんからお願いいたします。 

 

（田中院長） 

阿南病院院長の田中雅人と申します。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、本院の状況につきまして、事務部長の清水から説明させていただきます。 
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（清水事務部長） 

事務部長の清水和文と申します。よろしくお願いします。着座で説明させていただきま

す。よろしくお願いします。 

資料５－１の課題への取組と進捗状況ということでございます。 

（１）－１でございます。 

質の高い医療サービスについて、阿南病院では、中核病院としての需要に応じた医療体

制を、平成29、30年度決算は、外科医が不在になったことで、かなり影響がありました。 

診療体制を充実するために、県にも自治医科大学の医師の派遣や、修学資金の医師の派

遣をお願いしてまいりました。信州大学と愛知医科大学にも訪問して、医師確保に努めて

きたわけでございます。 

来年度は、自治医科大学の医師の派遣を増やしていただけるというお話も聞いています

ので、来年度はしっかりやっていけるかと考えております。 

４ページの（１）－７でございます。 

一番上ですが、阿南病院において訪問診療や訪問看護について、引き続き地域のニーズ

に合わせた提供ですが、当然、当院は訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、訪問服薬指導

等をやっております。 

今後、在宅医療をどう取り組むかですが、前から話題になっておりました、訪問看護ス

テーションの扱いは、町村さんからの御依頼もあり、南部地域の一体となった訪問看護ス

テーションをという要望がございまして、検討してきているところでございます。 

今の段階では検討中でございますが、平成32年４月、阿南病院が訪問看護ステーション

をオープンする意向で準備を進めているところです。 

引き続き、在宅医療に力を入れていきたいと考えております。 

５ページ、（２）－１でございます。 

「平成29年度に策定した経営改善プログラムを引き続き進めるとともに、進捗管理をし

て成果と課題を分析する」については、当院も経営改善プログラムで色々講じまして2,100

万円ほどの増収を、達成できる見込みでございます。 

ＰＴ、ＳＴの確保が大きく影響していますし、後で御説明しますけれども、小児科の日

曜外来の開設、ＤＰＣのデータの提出加算等、色々な面で収益の確保ができております。 

また、アクションプランがあり、当病院としますと、セクションごとに目標を定めて、

評価・検証して改善につなげ、５段階評価で５評価が２つしかございませんけれども、目

標を定めながらやっております。 

続きまして、６ページ、（２）－２です。 

医師を初めとする役職員の経営参加についてです。 

当院、運営会議という大きな会議で説明するという形、それと、経営企画会議を毎月実

施して、各セクションの代表で話し合いをしてきましたが、職員全体には行き渡っていな

い面もございました 

そこで、各セクションに出向いて計画や経営状況を説明し、理解をいただき、色々な改

善の意見の交換もできました。 

引き続き、今後もやっていきたいと思いますが、違った方法があれば、新たな方法で職

員に周知していきたいと考えております。 

８ページ、（２）の４でございます。 

病床利用率の問題、中長期的な視点で病院規模の適正化の検討です。 

当法人の中では、阿南病院の病床利用率が一番悪いことから、ワーキンググループで検

討し、結論的には、一般病床77床でどうかと報告をもらいました。 
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その後、検討委員会で検討した結果、地域包括ケア病床36床という案がございましたが、

36床に患者さんを確保することは非常に厳しいことから、施設基準から地域包括ケア病床

を９床という案で、検討しました。 

１月から、この地域包括ケア病床が運用できるかを検証するために、シミュレーション

をしております。１月は、おかげさまで患者さんが多く、病床は何とか維持できるのでは

ないかという報告をいただいてございます。 

運用病床を85床でなくて、77床の運用病床で今やってございまして、１月の病床利用率

は72％ございます。 

 引き続き、このシミュレーション結果をもとに、地域でどういう病床がいいのかを検討

したいと考えているところです。 

10ページ、（２）－６でございます。 

医師の働き方改革というのは非常に重要なことだと思います。 

タスクシフトという話もございますけれども、当院の場合、医療クラークが３人おり、

医師のお手伝いをしております。 

それ以外にも、医師が少ないために、当直で結構負担がかかっているので、現在は非常

勤の医師で、信州大学さん、昭和伊南総合病院さん、丸子中央病院さんから当直で派遣を

いただき、応援いただくことで、医師の負担軽減につなげております。 

業務実績については、主なものを御説明させていただきます。 

16ページです。 

業務の実績の概要がございます。先ほどお話したとおり医療体制の問題がございまして、

ご覧のとおり、目標に大きく離れている状況でございます。 

外科医がいなくなったことの影響はありますが、整形外科医を２名体制にしたことで、

手術も行い、患者さんも確保していこうということでしたが、大幅には伸びていないこと

と、カバーしてくれていた内科医も、10月に異動され、思ったほど患者数が伸びていない

状況でございます。 

診療単価につきましては、整形外科医が手術を実施しておりますので、単価が上がって

おり、収益増につながっています。 

外来ですが、先ほども言いましたが、小児科の月に１回の日曜診療ですが、最初、少な

いこともございましたけれども、多い時では31名の患者さんもございました。 

その他に、インフルエンザの予防接種も土曜日に実施し85名、90名が来られたこともあ

り、小児科の患者が伸びてきており、上半期でも335人の外来の患者さんが伸びております。 

今まで少なかった下條地区からも患者さんが来ていますので、今後、引き続き続けてい

けたらと考えているところです。 

損益は、17ページにございます。 

収益は落ちましたが、減価償却費が、電子カルテの償却が終わったことで下がっている

のも影響し、上半期では累計で7,200万円ほどの黒字でございますが、計画と大きく乖離し

ているというのが現状です。 

主なもので19ページ中段をご覧いただきたいと思います。 

リハビリテーションの充実で、４月から作業療法士を１名増員しました。また、欠員と

なっている言語聴覚士が、確保できました。 

そういう面でこれだけの単位を取ったことで、上半期で630万円ほどアップしました。 

20ページの裏面を見ていただきますと、訪問リハビリというのがございます。 

先ほどの在宅医療ですが、訪問リハビリも、専門のスタッフを置き、実人員17人で、単

位も264単位と増えているところでございます。 

上半期の業務実績等は以上でございます。よろしく御審議をお願いしたいと思います。 
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（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関して御質問、あるいは御助

言等がございましたらお願いいたします。 

 

（鮎澤委員） 

先ほど御説明がありました病床利用率ですが、６割を切っております。 

御説明では、77床に減らして、１月は利用者が多い状況で７割ぐらいということですが、

他の病院さんは多分８割くらいを目標にされていたと思うので、病床数を減らしても、ち

ょっと厳しい状況ということを感じました。 

今後、委員会等で病床数を検討されていくのでしょうか。 

 

（清水事務部長） 

４月から診療体制が変わり、予定では医師が１名増えると報告いただいています。 

３カ月ぐらいの状況を見て、もう一回開き、本当に77床がいいのか、72床がいいのかを、

見極めないといけないと思います。 

地域包括ケア病床では、60日まで在院日数が取れますので、それで運営できれば、当然、

病床利用率も増えてきますので、その辺の見極めをしなくてはいけないと思います。 

 

（鮎澤委員） 

阿南病院は、へき地の巡回診療、訪問診療など、ずっと過疎地の医療に力を入れてきた

のですが、恐らく範囲が広く移動時間が非常に長いだろうと思います。 

移動時間は、患者さんを診られないので、へき地診療とか、介護、在宅、訪問で、病院

の経営が継続できるよう、十分な患者さんを診られるかということが懸念、心配している

ところです。 

 

（田中院長） 

巡回診療ですが、毎週火曜日の午後に、阿南町和合地区の「鈴ヶ沢」地区と「日吉」地

区に交代で順繰りに担当医を決めて行っています。 

患者さんの数は少ないです。公民館等を借りて診療するのですが、１回の診療で、医師

１人、看護師１人、薬剤師１人、運転手兼事務１人の４人で、半日近くで３、４人の患者

さんを診察して戻ってくるという状態で、委員の言われるように、収益性、効率性からど

うかということは常々感じています。 

それでも年間で120万円ぐらいの診療報酬があり、この120万円をどう捉えるかだと思う

のですが、国から年間300万円補助を、へき地診療を行うことによっていただいています。 

それをどう捉えるかということですけれども、患者さん中心に考えれば、病院の通院は

できなくて、非常にありがたがられる状態で、実際には通院できる人は利用しないが、そ

のへき地の周囲の人々にも安心感を与えるし、病院に対する信頼も得られるというところ

で、意味があると思っています。 

訪問診察はちょっと違って、往診というイメージです。往診という個々の患者さんの自

宅へお伺いして診察をさせていただく、これも通院困難の方々です。 

医師と看護師が患者さんの御自宅へお伺いし、延べ20人はいないと思いますが、17、18

人、４人の内科医が分担して大体月１回訪問診察に出向いているという状態です。 

患者さんから非常に信頼されて、ありがたがれています。現場の医師たちの気持ちは、

私たちはお金ばかり考えるのはよくないと思っていますが、診療報酬よりもやりがいを持
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っています。 

この病院にとって非常にきつい問題は、それに特化した病院だったらいいのですが、基

本的に24時間365日の救急病院であり、その普段の姿にプラスアルファの仕事が発生してい

るため、非常に厳しさを感じています。 

どうやって継続していけるか、大体、月に１人、医師が内科で訪問診察になればできる

のも月に１回です。僕の場合は月に１回ですけれども、朝に出て夕方に帰る、そのあたり

６人か７人の患者さんを診ます。 

収益としてみれば全然ですが、他の仕事をやった方が収益にはなるとは思っていますけ

れども、患者さんの要望に応えると思っています。 

この外の仕事をする医師が、阿南病院の場合は内科医師４人という現状で、例えば内科

だけで80人ぐらいおるような大きな総合病院をイメージしてもらうとわかりやすいかなと

思いますが、一人一人担当とか、例えば総合、内科医が80人常勤で回っている病院で、あ

る日の午後、20人の医者はいなくなると言えば大変になる。 

当院は４人のうちの１人がいなくなるというのが、度々訪問在宅診療に関わるというこ

とで、病院の本来の機能がちょっとおろそかになってしまうところを危惧しています。 

 

（鮎澤委員） 

午前中も話があったのですが、訪問やへき地医療、地域医療もあると、ＩＣＴ化が考え

られるのですが、うまく活用しながら継続的に、かつ収益も得られる形で、是非、検討い

ただければと思います。 

 

（田中院長） 

現状では、日本でも恐らくかなり早い方だと思いますが、電子カルテを導入したときに、

モバイル端末を使い、訪問診察先で病院のカルテを開けるこのシステムは、非常に重宝し

ています。電波の問題もクリアできましたし、いろいろな町村の力を借りて運営しており

ます。 

ＩＣＴも大事になってくると思いますが、実際の現場に立つと、オーダーメイドといい

ますか、個人個人の患者さんの気持ちを優先することが患者さんには喜ばれるので、月１

回、診察に行くというのは最低限だと思います。 

落ちついた患者さんでも、ちょっと都市部なら、例えば直接バイタルサインを病院に転

送することや、写真を撮って顔色を見ることは可能かもしれませんけれども、現時点で、

阿南病院の地区では、あまり利便性はないと感じます。 

 

（小口委員） 

午前中に理事長から伺ったのですが、一人の医者がいる、いないですごく影響が大きい

と、これは見ていて実感しています。患者数減とか収入減になっている。 

しかし、このデータを見ると、それと関わらないところでの努力の成果がかなり出てい

ると思い、変わらず頑張っていると私は受け取りました。 

効率だけでは言えないところがあり、そのために運営費負担金が出て、国から補助金も

出ているので、使えるものはしっかり使って、あとは、医師も含めて職員が疲弊しない形

をどうしていくか、効率よくやっていくのがこれからの課題かと思います。院長、十分御

存知だと思いますが。 

患者数は減りましたが、来年度は医師が来て、増えると予想される。そうすると、病床

利用率が60％以上になる、公立病院の改革プランで70％以下だと病床を減らすみたいな話

になっていますが、それはクリアできそうですね。 
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（清水事務部長） 

平成31年度の年度計画では70％を超える試算をしております。 

今度、外科の医師が来るので、前に新規で来られた医師の９割を見込み、70％を超えて

いるので、何とかいけると思っています。 

 

（小口委員） 

地域包括ケア病床は、先ほど９床と言っていましたね。 

 

（清水事務部長） 

地域包括ケア病床の９床というのは、施設基準上の廊下幅がクリアできないためです。 

廊下幅をクリアするには、その病棟全部を地域医包括ケア病床とすると、使えない病室

が出てきてしまうので、36床が、反対側のところの、要するに廊下幅を取れないところは

一つを閉め、36床で運営できると試算しています。 

ただ、それだけの患者さんをそこに入れられるかどうかが、例えば整形外科の患者さん

がいっぱいいてそこに回せるとか、そこまで絵が描けないので、病床でやってみたらどう

かと、病床で行くなら、廊下幅はクリアできるところが９床ございますので、そこで運営

したらどうかということです。 

 

（小口委員） 

わかりました。 

 

（浜田委員） 

平成32年度に阿南病院で訪問看護ステーションを作られるとのことですが、地域の他の

訪問看護ステーションを統合する形になるのでしょうか。 

 

（清水事務部長） 

「さくら」という訪問看護ステーションが今は一部事務組合、前は看護協会でやってい

たのですが、看護師が確保できない、採算が取れないということで、閉めるというか、サ

ブステーション化することから、24時間体制が取れないという状況になったので、地元の

町村長さんが困るということで、自分たちが引き受けて、一部事務組合で運営していると

ころです。 

そうはいっても、看護師確保ということになると、一部事務組合ではコンスタントに確

保することは厳しいということで、阿南病院でやってくれないかというのがスタート、始

まりでございまして、もう一つ経費の負担ですが、これは先ほど院長がおっしゃいました

けれども、遠いところまで行くとロスが多いので、これは例えば信州医療センターと違っ

て、多分赤字になるだろうということが想定できます。それで、その分の赤字分は町村で

負担してくれるという、何割負担するかはわかりませんけれども、そういう約束事で、当

院で運営するということで検討を始めているということです。 

 

（浜田委員） 

よくわかりました。非常に厳しい条件の中で、非常に頑張っておられると全体として感

じました。 

在宅医療というか地域包括ケアというか、非常に明確なコンセプトのもとに行われてい

まして敬意を表したいのですが、田中院長のお話、非常に、難しい面も多々あるというこ
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とですけれども、個人的には在宅医療、これからも頑張っていただければと思います。 

 

（山上委員） 

対象エリアの人口、そのうち、高齢世帯もしくは独居高齢世帯はどのくらいあるのでし

ょうか。 

 

（清水事務部長） 

阿南町しか記憶がないのですが、全体で、診療圏の人口が１万4,000人ぐらいです。い

ずれは半分以下になると予想はされていますけれども、独居老人と高齢者世帯が阿南町で

30％ぐらいあるというふうに聞いてございます。 

 

（山上委員） 

３割ですか。 

 

（清水事務部長） 

３割です。診療圏全体は分かりませんけれども、高齢化率は44％と、非常に高い。 

また、天龍村は県下でも１、２を争う高齢化率でございますので、かなり高齢者世帯が

多いと考えております。 

 

（山上委員） 

当然、今後も含めて在宅診療ですか、そのニーズというのが高まることが前提になりま

すが、どのように試算をされていらっしゃいますか。 

また、先ほどの院長のお話も含めると、どこまで対応できそうでしょうか。 

 

（清水事務部長） 

今のところ、独居老人等世帯が多いので、訪問看護とか訪問診察が、非常に重要で、こ

れは希望があれば行くというものです。 

最近の若い人の世帯は施設に入れたがりますので、大幅に伸びるかどうか、訪問看護ス

テーションを運営して、両方で合わせて実人員61人あります。 

ただ、泰阜村や下條村で、訪問看護ステーションさくらへの要望が出てきていると、地

域の行政では賄いきれない状況なので、61人ではなく、増えますが、亡くなられる方もお

られますので大幅には伸びず、現状維持か、プラスアルファが若干でございます。 

全体の患者数が一番大きな問題で、高齢者の数も減少してくると踏んでいますので、現

状の病床ではとても運営できないので、減らさなくてはならないと考えおります。 

 

（田中院長） 

高齢化と言っても、人口減少のカーブが徐々になだらかになって来ている状態です。 

東京とか都市部も今から50年ぐらい先に、今の阿南病院の診療圏と同じ状態になります

ので、むしろ、ここ10年、20年、30年後に関しては、都市部の方が非常に切迫した状態に

なるのではないかと考えます。 

 

（小宮山委員長） 

創意工夫のものとで大変御努力されていることがよくわかりました。引き続きよろしく

お願いいたします。 

遠路、どうもありがとうございました。 
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続きまして、こころの医療センター駒ヶ根さんから御説明をいただいて、意見交換した

いと思います。 

それでは、お願いいたします。 

 

（埴原院長） 

こころの医療センター駒ヶ根院長の埴原秋児と申します。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

29年度の評価結果における課題への取組と進捗状況については、事務部長の森腰より御

説明いたします。 

 

（森腰事務部長） 

事務部長の森腰です。取組と進捗状況について御説明をいたします。 

資料５－１、１ページです。 

（１）－１、質の高い医療サービスを効果的な提供をすることについて、当院、２段目

になりますが、退院前の外出・外泊訓練の評価を多職種で実施をすることで、入院期間の

適正化を図り、昨年度に比べて３カ月以内の再入院率を低下させることができました。 

平成29年度の上半期は、再入院率が23.3％でしたが、上半期は16.8％と減少しておりま

す。 

当院の目標は、全国の精神科病院の平均の17.5％を目標にしております。 

ちなみに、平均在院日数ですけれども、昨年66.6日でしたが、上半期は65.8日で、少し

下がっております。 

引き続き、主なものについて御説明をいたします。 

３ページまでおめくりいただけますでしょうか。（１）の６です。 

給与費対医療収益比率への取組についてです。 

安定した地域生活を送っていただくために、入院治療を適切な期間をかけて行うことで、

ただいま御説明したとおり、３カ月以内の再入院率が減少いたしました。 

それによって診療単価が上昇をしております。平成29年度の実績が2万6,740円でしたが、

上半期で2万7,169円、約430円上昇となり、診療単価が高くなったことにより、後ほど御説

明いたしますが、患者数が若干、足りていない部分があるものの、単価の上昇によって賄

ったという状況です。 

下段の職員給与費の対医業収益比率ですが、精神科病院、特に公立の精神科病院は非常

に高い状況にございます。その中で当院は中位に位置をしておりますが、いずれにしても

他院の動向も注視しながら、引き続き収益の確保に努めていきたいと思います。 

５ページをご覧ください。 

（２）－１の経営改善プログラムの取組と進捗管理ですが、当院では、四半期ごとに進

捗状況を検証しています。 

収益増に係る取組については、病院の運営会議がございますが、そこで報告事項として

定めさせていただいて、全体で実績を共有しながら進めております。費用の削減につきま

しては事務部を中心に取り組んでおりますけれども、計画より、若干良い形で進んでおり

ます。 

６ページから11ページは、説明時間の関係で省略をさせていただきます。次に、上半期

の実績に移りたいと思います。 

 

（埴原院長） 

よろしくお願いします。９ページをご覧ください。 
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御存知だと思いますけれども、当院は唯一の県立の精神科病院として他病院ではできな

い専門医療を、入院医療を中心に提供することを使命と考えております。 

その中で、平成30年度の上半期の主な取組は、これからニーズが高まる児童・思春期精

神科の充実を踏まえ、思春期の専門医師による専門外来を、まだ枠は少ないですけれども

開始したところです。 

それと、児童期と成人との境にあります思春期の方々の医療的なデイケアを開始すべく、

ソーシャルスキルトレーニングを取り組んだ形のケアプログラムを取り入れた形で、１月

からプログラムを用意することができております。 

懸案でありました電子カルテシステムの構築が10月で更新できまして、データのバック

アップを遠隔地に置くことによって、当院の医療が継続してできるようにすることについ

て、当院はＤＰＡＴ、災害派遣精神医療チームを派遣する、先遣隊チームを有する唯一の

病院でありますし、今後、恐らく、災害拠点精神科病院という流れも出てくる中で、そう

いう部分も強くしたいと思います。 

先ほどありましたように、入院期間の適正化により、第一には再入院率を抑えるという

形で、診療単価の上昇とともに、患者さんについて安定した生活につながることに関して、

今年度は集中的に取り組んでおります。 

詳細については、森腰より御報告いたします。 

 

（森腰事務部長） 

10ページをおめくりください。 

経営指標の表をご覧ください。全体の状況としては、概ね計画に沿った状態となってお

ります。 

延べ患者数につきましては、入院・外来とも98、97％。診療単価は入院・外来ともに計

画どおり、医業収益は入院で若干少なくなっております。外来は計画どおりです。 

平均在院日数は65.8日です。病床利用率は80％を目標にしておりましたが、77.3％で、

2.7ポイントほど達しておりません。 

11ページをご覧ください。損益計算書ですが、医業収益は、先ほど申したとおり、病床

利用率が計画に達していないので、計画前ぐらいに相当しております。ただし、費用を削

減いたしました。2,100万円ぐらい削減をいたしました。 

その結果、当期純損益ですけれども、800万円の赤字になっております。上半期の計画

が2,200万円ほどの赤字ですので、計画に対しては1,400万円の改善となっております。 

当院は今年度、電子カルテを含めた減価償却費の負担がございまして、計画では年度末

に5千万円ぐらいの赤字が出るという予測を立て、当初から計画しておりますが、少しでも

その部分を担っていきたいと考えております。 

それぞれ個別の実績について御説明をいたします。 

最初に認知症医療の充実になります。 

認知症につきましては、認知症ラウンドチームを実施、「もの忘れ外来」の診察、これ

らを、臨床心理士等も含めた職種によって、チーム医療で積極的に実施をしております。 

県が設置を進めている地域型の認知症疾患医療センター、これは圏域ごとの設置という

ことですが、当院は、上伊那圏域のセンターとして指定されるよう準備しております。 

12ページをご覧ください。 

高度・専門医療の提供についてです。在宅医療の推進につきましては、特に訪問看護で、

患者さんが安心して地域で生活を送ることができるように、薬剤師、作業療法士、精神保

健福祉士、こういった職種が看護師と同行して、退院前の訪問を実施、それから退院後２

カ月間は、週１回、訪問看護を実施することにいたしました。 
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多職種での訪問件数は、上半期で54回となっております。 

続きまして、13ページをご覧ください。 

ＤＰＡＴの体制整備です。先ほど院長もお話ししましたけれども、災害派遣の精神医療

チームを整備しました。 

その整備により、長野県と協議を行いながら、今、研修プログラムというものを作成し

ております。 

北海道の胆振東部地震においては、当院から業務調整員１人を東京のＤＰＡＴ事務局に

派遣をして活動しました。 

14ページをご覧ください。経営力の強化の部分です。 

収益の確保で、その原動力になるのが病床利用率になります。 

さらに診療単価で、今年度は、当院では病床稼働率としていますが、病床稼動率80％、

１日外来患者数が170人と、入院期間の適正化を目標にして、全職員で「チャレンジ80」と

いうキャッチフレーズを使い、取り組んできております。 

昨年度は、おかげさまで稼動率としては80％を達成することができ、何とか80％を維持

していこうと、適正な入院期間をかけた加療、退院後は安定した地域生活を目指しており

ます。来年度以降は、病床利用率で80％という目標で進めております。 

先ほど御説明したとおり、上半期は78.4％で目標に達しておりません。 

12月までの経営状況ですが、病床稼働率は、少し上がって78.8％まで行っておりますけ

れども、累計で1,640万円の赤字となっております。 

引き続き、計画に沿うように努力をしていきたいと思っております。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関して御質問や御助言等をよ

ろしくお願いします。 

 

（鮎澤委員） 

損益で、前期の減価償却費が1,200万円ぐらい増えているのですが、何か大きな投資が

あったのですか。 

 

（埴原院長） 

減価償却費は増加しております。これは先ほど事務部長が説明したとおり、電子カルテ

の更新によるものです。 

 

（鮎澤委員） 

電子カルテを10月に入れたということですが、償却自体は４月からということですか。 

 

（森腰部長） 

上半期では、平成29年度の当初に投資した医療機器で減価償却が増えております。 

下半期には今の電子カルテの償却が来ますので、その分、年間で4,100万円くらいにな

りますけれども、その半分の2千万円近く、増えるという予定になっております。 

 

（鮎澤委員） 

古くなったから、入れ替えをするというもので、患者さんが増えるものではないですね。 

 

（森腰部長） 



 23 

増えるものではないです。 

更新についてはずっと抑制をしておりまして、御承知のとおり、計画していました病院

の改築計画も中止し、第３期へ移して、費用の抑制に主眼を置いて対応しています。 

 

（浜田委員） 

こころの医療センター駒ヶ根は、平均在院日数が66日ぐらいで、非常に専門科の病院と

しては短いと思うのですが、３カ月以内の再入院率も下げ、非常に評価されると思います。 

患者さんは、長野県内から集まってきて、退院するとまた地元、御自宅とかに戻ってい

って、そこをさらに病院から訪問看護という形でフォローアップするといったイメージで

しょうか。 

 

（埴原院長） 

一般の精神科においては、南信地区の中核的な病院という意味合いが強いと思います。 

ただ、専門医療に関しては、アルコール依存症や、小児の入院治療は全県という形にな

ります。 

アルコール依存症に関しては、アルコールリハビリプログラムというプログラム入院が

ありまして、それはまた地域に帰っていく形になると思います。 

入院の短さは、一つには急性期の措置入院等の受け入れが多く、スーパー救急病棟を持

っていて、それは南信地区の諏訪から飯田までの救急を受けられるようになっており、在

院日数が短くなっているところが大きいと思います。 

もう一つは、当院が平成23年度に建て替えたときに、長期在院患者さんは一度、外に出

る形になっておりますので、既に普通の精神科病院でいう地域移行は済んでおり、その分、

地域定着で緊急時の対応という短い形での入院、それを定着させる意味において、今は在

宅機能で、訪問看護等を強めていると、そういうイメージになると思います。 

 

（小口委員） 

ＤＰＡＴを立ち上げて、実際に活動に行っており、すばらしいことだと思います。 

入院患者がちょっと減っていますが原因を教えてもらいたい。 

それから、前にもお聞きしましたが、専門医師によって修正型の電気痙攣をやり始めて、

患者数が増えていますね。 

麻酔科医は、飯田市立病院からですか。うまく回転しているわけですか。 

 

（埴原院長） 

入院患者に関して言えば、減った原因は、急性期入院の依頼が少なくなったことが一番

大きいかと思います。 

たまたま12月がすごく落ち込んだ経過になりました。１月になって持ち返していて、

80％を超える状況で運用できています。 

当院としては、80％は、かなり上のラインでの運用で、患者さんを受けるためには、保

護室ないし個室を空けて、患者さんを受けることが精神科の常套になります。 

１割以上が隔離室で、病状がよくなれば隔離室から患者さんを出さなければならない状

況なので、満床での運用が当院ではあり得ない。 

不可能な状況の中で、80％というのはかなりの率で運用できていると思います。 

外来患者でなく、依頼の患者さんに入院患者の何割か頼っていますので、安定した運用

というのは難しく、一部、落ち込みが起こっているのを改変すべく考えています。 

可能なところでは、アルコールのプログラム入院を、全県を対象としたものは患者さん
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に少し待っていただいているので、そこで入院調整ができればと考えています。 

アルコールの入院患者さんが少なかったことが12月の落ち込みの原因かと思います。 

ｍ－ＥＣＴ（修正型電気けいれん療法）は、フル稼働で空きがなく、待ちの状態です。 

火曜日と金曜日に飯田市立病院の麻酔科の医師に来てもらい、うちの看護体制でできる

のは各３名で、ほぼ連日回転する形です。以前はキャンセルもあったのですけれども、今

は連日、適応を見てやっているところです。 

当院の目標は、病室等でやっているものを、外来機能の中で、中央化した形でできるよ

うにすることで、もう少し広いスペースで実施したいと考えています。 

現在は病室というか処置室に麻酔科の医師が、呼吸器を持ち込んでやっているような状

態です。 

 

（小口委員） 

手術室はないのですか。 

 

（埴原院長） 

ないので、何とか外来の中で、広い形で中央化してやりたいと、考えております。 

 

（森腰部長） 

本来、本年度、増改築工事をやっていて、来年、そういった工事が終わるような計画を

していました。その主力の中の一つとして、ｍ－ＥＣＴ室の改修というのがあって、それ

をそこが、病棟から出しいたしまして、そして機能を強化して、できればｍ－ＥＣＴ目的

の入院というようなこともお受けできるようにというような計画をしておりましたが、そ

の部分が少し先延ばしになってしまっています信州大学の精神科からも、積極的にｍ－Ｅ

ＣＴを進めてほしいというようなお話もいただいておりまして、この部分は喫緊の課題と

承知をしております。 

 

（埴原院長） 

診療報酬の単価がこの４月から上がりまして、ｍ－ＥＣＴとクロザピン治療はスーパー

救急の、包括の病棟の中でも加算がつく形に評価を受けていますので、進めていく医療だ

と思っております。 

 

（小口委員） 

ｍ－ＥＣＴは昔やっていて、一時だめみたいなことになりましたよね。 

 

（埴原院長） 

昔は、麻酔をかけずにやっていた時代があり、私もやったことがありますけれども。 

今、再評価を受けて、その認可された医療機器による、麻酔科標榜医のｍ－ＥＣＴにだ

け加算がつく形になっています。 

 

（宮坂委員） 

在宅に向けての入退院支援に力を入れた取組をされていることが、すごくわかりました

し、成果が上がっているということもわかりました。 

かなり専門性が高い病気で、バランスをとって看護師の確保や育成する必要があります

が、育成では、これだけのことをやっていくには、認知症ケアの認定や、訪問看護、精神

科看護の認定や専門、あとは看護師だけじゃなくて、精神保健福祉士も必要になってくる
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ので、どのように、計画的に養成していくか、教えていただきたいと思います。 

 

（埴原院長） 

精神科救急と薬物治療と認知症の認定看護師がいます。養成に関しては看護部長中心と

なってやっていますが、当院でちょっと問題となっているのは、精神科志望の新卒の看護

師さんがほしいというのが一番大きなところで、看護師さんは、他でキャリアアップして

から精神科に、となると、精神科は専門性を求められますので、ぜひ意欲の高い精神科の

看護師さんを入れていきたいなと考えております。 

精神保健福祉士においては、当院が地方独立法人化した際に、自治体病院の中ではかな

り多くのコメディカルを雇用することができ、臨床心理士やＰＳＷにおいては、ベンチマ

ークでも自治体病院の中でも高い位置を占めています。それをフル活用する形で地域移行、

訪問看護においても多職種訪問と、他の職種が行く訪問看護を行うことによって、地域定

着を図るということです。 

看護師が人手不足というのは一番深刻で、常時欠員がいる中で、専門性を維持していく

ことが今後の課題と思っています。 

 

（山上委員） 

機構本部からの御説明にあったのですが、メンタルクリニックがかなり増加し、環境的

に少し厳しくなってきているとお話があったのですが、どうお考えでしょうか。 

 

（埴原院長） 

メンタルクリニックが地域に、たくさんとは言いませんが、開業され、新患患者の減少

というのが、今年度の後半以降から明らかになっております。 

これ自身は、ある意味、致し方ないことだと思いますし、役割分担だと思います。当院

は、専門性を持った入院治療をやっていくことを大きくし、他の精神科診療所や精神科病

院から頼られる精神科病院になりたいと考えております。 

そのために、当院のマンパワーというのは入院の方に、なるたけ割くことによって、質

の良い医療を展開していくことがいいと思います。 

元々精神科病院の特徴として、どうしても医師が外来で忙殺されるので、その中で、確

かに経営的にはやや厳しい部分もありますけれども、医療的には入院治療の方にマンパワ

ーを向けるということは、僕自身は考え方としてはいいかなと思っています。 

 

（山上委員） 

全く個人的な印象で、メンタルクリニックの対応の差が非常に大きいと実感するところ

もあるのですけれども。 

細かくお伺いすることではないかもしれないですが、どうお考えですか。 

 

（埴原院長） 

僕はそこまで事情はわからないところがありますけれども、精神科診療所協会に入られ

ているようなメンタルクリニックの医師の皆さんは、質の向上とかには取り組んでいらっ

しゃると思います。 

都会では、あまりその精神科診療所協会とか、いわゆる精神科メンタルクリニックのき

ちんとした学会ですけれども、そこに入られずに対応されるメンタルクリニックの方とい

うのは、たくさんいらっしゃると思います。 

そういう診療所の方というのは少ないと伺っていますし、幸い当院近くで対応されてい
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る医師の皆さんは、当院のＯＢがほとんどでありますので、その辺は大丈夫かなと思って

おります。 

 

（久保理事長） 

精神科医療の診療単価というのはあまりにも低いのですよね。今、病床利用率80％とい

うことでかなり頑張ってくれてはいるのですけれども、保護室などを考えると90％ぐらい

の利用率だと思います。 

ただ、入院の単価が2万6,000円ですよね。これがもう1,000円でも上がってくれると

2,000万円ぐらいの収益になりますし、あとはスーパー救急ということで、外来のところを

もう少し、診療報酬をつくってくれると、かなり経営的に楽になりますし、今、良い精神

科医療をやっていますので、さまざまな職種の方を雇わなければいけないものですから、

人件費が相当大きな負担になっています。 

診療報酬の面で、これはもう、どっちかといえば国にお願いすることですけれども、ち

ょっと上げていただけると、かなり経営的には楽になるのは間違いないですね。 

 

（小宮山委員長） 

質の高い専門医療をしっかり実践されているということがよくわかりました。引き続き

よろしくお願いいたします。 

こころの医療センター駒ヶ根さん、どうもありがとうございました。 

引き続き、信州木曽看護専門学校さんから御説明をいただいて、意見交換をよろしくお

願いします。 

 

（清水副学校長） 

信州木曽看護専門学校、副学校長の清水幾代と申します。 

 

（秋山事務長） 

秋山と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（清水副学校長） 

私から学校の状況について御説明させていただきます。 

平成29年度の評価結果における課題の取組状況について御説明いたします。資料５－１、

４ページ（１）－10をご覧ください。 

ここでは学生への周知対策が課題になった30年度の上半期の実績ですけれども、高校の

訪問先を増やしました。東信地区の高校を訪問いたしました。 

ここは高校生が約10,000人いる地区でして、３学年合わせてですけれども、看護学校も

それなりに多いのですが、受け皿からあふれる高校生がいると考えて増やしてみました。 

いまだ受験生確保には結びついておりませんでしたが、熱心なお問い合わせが１件あり

ましたので、これから粘り強く広報活動をしていこうと考えております。 

続きまして、資料５－２、35ページをご覧ください。上半期の主要授業について、御説

明をいたします。 

統括をご覧いただけますでしょうか、２年続いて、卒業生全員が国家試験に合格いたし

ました。開校５年経ちまして、カリキュラムの運営も軌道に乗ってまいりました。引き続

き、よい学生を確保いたしまして看護実践力のある学生をお育てして、全員が国家試験に

合格できるように支援していきたいと考えております。 

平成30年度上半期の主な実績について御説明いたします。ア、特色あるカリキュラムの
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提供と看護の基礎的実践力の育成につきましては、環境論を初めとして、昨年と同様のカ

リキュラムで実施しています。どれもすぐに結果が出る内容ではございませんが、しかし、

この春、卒業する３回生の県外出身者が１名、木曽病院に就職を決めております。彼女に

聞きましたら、決め手になったのは木曽の自然だったというお答えでした。 

ですから、こういった授業が影響しているのかなと考えています。また、看護実践力の

育成という点においては、教員の力と実施教員の実習指導者の力が大きく作用いたします。 

次の項目、イにもつながってきますけれども、教員、実習指導者の育成には今後とも力

を入れていきたいと考えております。 

36ページ、イ、教員等の安定的な確保及び教育力の向上につきまして、昨年、今年度と、

２年続けて新人教員の確保ができております。教員の平均年齢は50歳を超えております。

今後、ベテラン教員の退職が続いておりますので、教育力の低下は否めません。同僚性を

発揮しながら新人教員の育成に努めてまいりますが、来年度以降、さらなる教員、実習指

導者の育成確保に、機構全体でお取組いただきますようお願いしたいところでございます。

大きな課題だと捉えております。 

ウの学生確保については、先ほど用意させていただきました。高校訪問数、ガイダンス、

オープンキャンパス、ホームページ、ブログ等を通して広報活動をしております。今年度、

申しわけございません、2019年度、来年度の入学試験も２回目が今終わったところでござ

います。うれしいことに、受験生の数が増えております。国家試験の合格率や離職率の低

さが当校の評価として、認知度が上がってきたような印象を受けております。 

37ページ、エ、オ、カにつきましては、資料を御参照ください。 

現在３回生が、２月17日に行われる第108回、看護師国家試験に向けて猛勉強をしてお

ります。１月中旬の段階で、全体の偏差値がようやく50を超えたところにいるので、安穏

としてはおりません。頑張って、今、さらに励んでいただこうと考えております。 

特記事項といたしましては、もう２学年が出ておりますので、同窓会との連携は図りな

がら、在校生、卒業生ともに支援を続けていきたいと思っています。来年度は同窓会の総

会がございますので、その支援もしていきたいと考えております。 

 

（鮎澤委員） 

卒業生全員が国家試験に２年続けて100％と、また、離職率が低いことで、非常にいい

学生を抱えているのかなと思っておりました。 

学生確保のところで、この４月に清泉ができ、４年制の看護学校が長野県内には増えて

きていますが、その影響というのはありますか。 

 

（清水副学校長） 

一番、影響を受けているのは、高校の進路指導の担当の先生だと思います。進路指導の

先生の頭の中には、看護師というと、もう４年制大学という頭ができているので、生徒た

ちはまずそういう指導されるようです。 

ですが、ガイダンスに回ってみますと、学力の点だとか、あと、今回できる大学が私立

の大学ということもあって、授業料の点で、行きたいけれども行かれないという生徒さん

がかなりいることを実感しています。 

当校としては、いろいろな御協力もあり、授業料も非常に低く抑えているということも

あり、寮も完備されているということから、条件的には本当にいい条件を与えていただい

ているので、これを売りにしてお話しますと、かなり、生徒さん御自身と、それから保護

者の方はいい反応を示してくださいますので、ここをポイントにしてお話していきたいな

と考えています。 
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今のところ、今回の受験生が増えているところを見ますと、２つの大学が開校すること

によっての大きな影響はなかったかなと、ちょっと安心しているところです。 

 

（関委員） 

受験生が増加したということですが、主には、今まで、来ている高校の後輩とか、新規

校からとか、そういった関係があるのでしょうか。 

 

（清水副学校長） 

今まで、先輩たちが受験をして卒業した子もおりますので、そういった子たちの、口コ

ミというのがあるみたいです。先輩から聞きましたという言い方をして、１年生が来てく

れているというケースと、それから今回、ちょっとうれしかったのは、いわゆる進学校と

いわれている受験生もあったのですね。最後になってみないとわかりませんけれども、セ

ンター試験と、多分、天秤にかけていて、結局、うちが振られる可能性は高いかなと思っ

てはいるのですけれども。 

そういう意味でいえば、国家試験100％というところに、そこで受けてみようかなと、

もし、大学がだめだったら、家を出て100％の合格率なら、そんなに悪くないのではないか

ということで、そういった学校の生徒さんも選んでくださったのかなと期待しているとこ

ろです。 

なかなか受験生にそこまでは聞けなかったものですから、そんなふうに想像していると

ころです。 

 

（関委員） 

受験生の方は南信が中心ですよね。他の県からはいらっしゃいますか。 

 

（清水副学校長） 

県内が98％ぐらいです。まだ、もう１回受験が残っているので、数字はお伝えできませ

んが、例年も９割以上が県内で、その傾向は変わらないと思います。 

出身地は、高校生の数が一番多いのは長野地区で、次が中信地区、上田地区ですけれど

も、中信地区の生徒さんが多い印象を受けています。 

 

（宮坂委員） 

具体的には、どのくらいの人数が受験されて、おおよそ来年度の入学をどれくらいで見

込んでいらっしゃいますか。 

 

（清水副学校長） 

先ほど申し上げましたように、もう一回受験が残っているものですから、ちょっと今日、

マスコミの方もいらっしゃるので、公表ができなくて、本当に申し訳ないのですが。 

大体、どう言ったらいいのでしょう、いい塩梅で行っています。現時点の見込みとして

は、定員プラス１割くらい、去年より３割増しぐらいの状況になります。 

 

（宮坂委員） 

すばらしいですよね。軒並みというか、諏訪地域は３学校が、結構受験者数が落ちてし

まったので、すごいなと思いました。ぜひ定員に達すればいいですよね、入学生も。 

 

（小宮山委員長） 
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先ほど教員確保で、50代が２人というお話が出ていて、何歳まで勤務できるのですか。 

 

（清水副学校長） 

現実的には、１回、60歳で定年になるのですけれども、お願いして延長をしていただい

ているのですが、体力的なものが非常にあるものですから、実習先も遠く、いろいろなこ

とがあって、気持ち的にもかなりハードなものもあるので、62か63歳ぐらいかなと、今、

現役の人たちはこぼしております。 

 

（久保理事長） 

若い方で教員になりたい人が少なく、課題になっています。４月に二人、若い人が入っ

てきますので、30代の人、そういう人たちをどうやって、いい教育人に育てるかというの

が大きな課題です。放送大学は通信教育ですので、２年間行っていただけると教員の資格

が取れますので、そういう形で、教員の質を上げたいなと思っています。 

 

（小宮山委員長） 

駒ヶ根の看護大学とかで教員養成していると思うのですけれども、そういった方はどこ

へ行くのですか。 

 

（北原副理事長） 

看護大学は、もう今、ほとんど県内の医療機関に入っています。 

 

（小宮山委員長） 

では、資格は持っているわけですね。 

 

（北原副理事長） 

ええ、もちろんあります。 

 

（久保病院機構理事長） 

教員の資格を持ってはいるのですけれども、まだそういう方だとか、実際には来ていた

だいてないです。 

 

（清水副学校長） 

一回、調査したことがございますけれども、機構全体で大学卒業、すぐにでも看護教員

になれる看護師さんはかなりの数がいらっしゃるのですけれども、看護部長を通して、打

診していますが、その方たち、現役で、臨床でバリバリやりたい、むしろ、認定とか専門

を目指したいという気持ちが強いらしく、なかなか看護教育に関心を持っていただけない

ので、そこが問題だと思います。 

実は今、機構の看護部長の中で、ラダーを作っているのですけれども、その中に管理職

に入るところに看護教員という項目を設けていただいて、そこに意識を持っていただきた

いなと考えております。 

非常にいい仕事だということを、私もアピールしていきたいと思っております。 

 

（小宮山委員長） 

国家試験の合格率が100％で、すばらしいと思います。引き続き、よろしくお願いいた

します。 
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お気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。 

ここで休憩をして、２時半から再開ということでお願いします。 

 

 

（休 憩） 

 

 

（小宮山委員長） 

再開したいと思います。 

それでは、こども病院さんから御説明をお願いいたします。 

 

（中村院長） 

こども病院の病院長の中村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（島田事務部長） 

事務部長の島田でございます。よろしくお願いいたします。それでは、私から説明をさ

せていただきます。 

資料の５－１でございます、昨年度の評価結果における課題への取組と進捗状況という

ことで、１ページから記載をしてございますが、これにつきましては、記載をしてござい

ますとおりでございますので、ご覧をいただければと思います。 

続きまして資料の５－２、上半期の主な業務実績につきまして御説明をさせていただき

たいと思います。29ページ以降ですね、上半期の業務実績ということで、当院の状況につ

きまして記載をしております。 

１ページおめくりをいただきまして、30ページをご覧いただきたいと思います。上半期

実績の概要ということで、患者数、医業収益等でございます。 

今年度の上半期でございますが、患者数につきましては、入院につきましては、昨年度

と比較をいたしまして３％の増、外来につきましてもほぼ同様の増ということになってお

ります。 

診療単価につきまして、入院につきましては97,456円ということで、昨年度と比較しま

して1.7％の増、外来につきましても5.4％の増ということでございまして、結果といたし

まして医業収益が、入院の医業収益で、昨年度と比べまして4.7％の増、外来につきまして

は8.8％の増、合計で5.3％の増となっております。 

入院患者数、それから診療単価とも昨年度と比べまして増加をしてございます。入院患

者数の増につきましては、いろいろ理由、原因はあるわけでありますけれども、一つは、

ご覧をいただきますと、平均在院日数が14.0日ということ、上半期になっておりまして、

昨年度の上半期が13.4日でございますので、180日を超しますような長期の入院患者があり

まして平均在院日数が伸びまして、延べ入院患者も増えたということが１点。 

それから、後ほど御説明を申し上げますけれども、新たな取組、例えば従来、外来でや

っておりました検査につきまして入院で検査、日帰りとかは１日の入院による検査に変え

て検査を充実する、といったような取組等によりまして、患者数が増加したというのが１

点。それから、単価のアップにつきましては地域医療支援病院等の指定、それから新たな

施設基準の取得、それから高額の薬剤の使用が非常に多かったというようなことがござい

まして、単価のアップになっております。 

次の31ページをご覧いただきたいと思います。上半期の損益計算書でございます。医業

収益につきましては、上半期、昨年度と比較いたしまして、1億6,500万円ほどの増となっ
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ております。 

費用につきましてはご覧をいただきましたとおり、経常費用（イ）の欄でありますけれ

ども、昨年度と比べまして2,500万円ほどの増、この中でも特に材料費、特に医薬品でござ

いますが、先ほど申し上げましたけれども、高額の医薬品が非常に増えておりまして、そ

れに伴って材料費が増えておりますが、一方で減価償却、それから経費、これは修繕費が

減等の理由で経費が下がっておりますが、ということで、医業収益の増に比較いたしまし

て経常費用の伸びが比較的小さく抑えられたということで、経常損益、ア－イであります

けれども、その欄になりますが、上半期で1億4,100万円ほどの黒字ということで、昨年度

よりも1億2,300万円ほどの黒字が増加をしてございます。 

ちなみに、この12月までの累計、その後でありますけれども、患者数につきましては、

入院の患者数につきましては、昨年度の12月までと比較いたしまして5.8％の増、医業収益

につきましては8.1％の増、経常損益につきましては2億8,000万円の黒ということになって

おります。 

それから、その下の30年度の上半期の主な実績、取組の状況でございます。１の高度・

専門医療の提供ということで、一番上に書いてございますが、心の診療の充実ということ

で、新たに４月から常勤の精神科医を配置いたしまして、母子メンタルヘルス外来等の取

組を５月より開始をしております。それに伴いまして、記載のように小児に特化した緩和

ケアの体制等を整えまして、緩和ケア加算等の施設基準を取得しまして、取り組んでいる

ところでございます。 

それからその下でございますが、先ほど若干、お話し申し上げましたけれども、従来、

外来対応をしておりました食物アレルギーの負荷検査でありますとか、内分泌の負荷検査

につきまして、７月から集中的評価、指導を行うということで、日帰り入院への対応とい

うことで充実を図ってきているところでございます。 

次の32ページをご覧いただきたいと思います。小児がんの診療機能の向上ということで、

信州大学等と連携をいたしまして、記載のような取組をしてございます。それからこの欄

の一番、ポツの下に書いてございますけれども、小児がんの経験者を長期的にフォローア

ップするという、長期フォローアップ外来の体制を整備いたしまして、８月から始めてお

ります。 

それから、成人移行期の患者への支援の取組ということで、３月から成人移行期医療の

支援外来というものを開設いたしまして、取組を進めてきております。 

それから、次の33ページをご覧いただきたいと思います。地域の医療機関との連携とい

うことで、先ほど御説明を申し上げましたけれども、今年の３月から地域医療支援病院と

いうことで指定をしたと、これを契機といたしまして、地域の医療者を支援するというこ

とで、研修でありますとか機器の共同利用といったような取組を、今年度からスタートを

させてきているところでございます。 

それからその下でありますけれども、当院が持ちます、リニアックなどの高度な医療機

器を小児、子どもだけではなくて、地域の成人患者に活用を拡大して利用していただこう

と、当院の医療機器の有効利用にもつながるということで、取組を昨年来進めておりまし

て、地域の医療機関と連携をいたしまして、乳がんの治療のための照射を行ってきており

ますけれども、新たに乳がん以外の緩和照射を行うなど、充実してきているところでござ

います。 

その下に書いてございますけれども、これらにつきましては、新たに市立の大町病院で

ありますとか、北アルプス医療センター、安曇野赤十字病院等と協定等を結びまして、近

隣の医療機関との協定締結をしまして、そういったことをさらに、今後も拡充をしていき

たいと考えております。 
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それから、その下の３番の人材育成ですけれども、信州大学との連携大学院につきまし

て９月に協定締結をいたしまして、来年度、４月から開校をするということで、現在準備

を進めてございます。今のところ４名の当院の職員が連携大学院に応募をするという予定

になっておりまして、職員といいますか、職員の人材育成ということと、当院に来ていた

だく、その医療者にとりましては当院の魅力アップということにつながると、ひいては人

材の確保につながるということで、取組を進めているところでございます。 

それから、おめくりいただきまして34ページの経営改善等でございます。経営企画室会

議というものを前からやっておったわけですけれども、これに新たに診療科の医師を加え

まして、例えば県外からの患者さんを、現状よりももっと増やすための取組といったよう

なこと等につきまして検討をし、できるものから実行に移すということで進めております。 

その下に経費削減の取組ということで記載がございますけれども、こういった取組も含

めまして経営改善に適切に取り組んでいるところでございます。説明は以上でございます。

よろしくどうぞお願いします。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。では、意見交換をお願いしたいと思います。 

 

（鮎澤委員） 

業績を改善されて、いろいろな取組も一定の成果を上げられていると思います。 

高度医療機器の成人患者への利用拡大ですけれども、上半期として実績はどれぐらいだ

ったのかということと、リニアック以外に、拡大予定のものがあるのかどうかを、お聞か

せをいただければと思います。 

 

（中村院長） 

リニアックは小児がんの患者さんに照射で使うのですけれども、今までは年間で200件

ぐらいの照射件数でした。それが、この取組を始めてから月に200件に増えました。 

それからもう一つは、うちには「ガンマカメラ」といってがんが転移、特に骨なんかに

転移したところを調べるための「シンチカメラ」、器械があるのですけれども、これも中信

地区にはこども病院と大学とまつもと医療センターにしかないので、これを安曇野、大北

地区の患者さんに使っていただこうということで、今月からその受け付けを始めて、患者

さんは来始めているところです。 

 

（小口委員） 

多彩な取組を並行してやっていて、すごいと思っています。その結果も積み重なって、

12月で108.8％になっていて、僕らは成人の世界しか考えないのですが、108.8％はすごい

なと思います。 

いろいろ先進的な取組をやっているのですけれども、私がちょっと引っかかったのは、

最後のページの経営改善のところに、医師が２人入っての未来指向型プロジェクト、実際

にはどんなことをやっているかをお聞きしたい。 

いろいろ幅広くやってきた結果、職員の負担とか、病院の中、例えばリニアックなんか

も医師１人しかいない中で幅が広げられないですよね。 

そういう中で、資格を持った人が、きっと何人もいるでしょうけれども、現場の人たち

の負担感はどうなっているのかお聞きしたい。 

 

（中村院長） 
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経営企画会議と未来志向型というところでは、何といっても、入院患者さんを増やすた

めにはどうしたらいいかということを、内科系と外科系に分けて、プロジェクトを組んで

います。 

それで、内科系は小児内科系ですので、県内の患者さんを対象にして、まだこども病院

を必要とする患者さん、または、あと今、これから取り組もうとしているのが、安曇野・

大北地区の小児医療にこども病院の果たす役割が今度変わってくる可能性があるので、そ

こで小児内科系の患者さんを増やす取組を始めております。それで着実に進んでいるかな

と思います。 

ただ外科系は、これはもう県外から患者さんを集めるしかないと思っておりまして、こ

ども病院、長野県立こども病院は甲信越、北陸で唯一のこども病院ですので、その特徴を、

特性を活かして患者さんを集めるように、各診療科に努力してもらっています。 

それから、新しいことを始めての負担ですけれども、今週、今月なんかも、特に小児内

科系の病棟の入院患者さんは非常に多くて、90％近くになっているのですが、特にこども

病院の場合は夜勤の看護師、夜勤の数が多いというのが非常に負担になっていると思いま

す。 

それから放射線に関しては、私たちのところは治療医がいないものですから、大学から

週１回来ていただいてセッティングをしていただいて、あとは技師が対応しています。で

すので、技師が今、治療にかかわる医師が、もう専属で1.5人ぐらい、毎日取り組んでいる

という状況なので、来年度、少しそちらの部分は補充というか、充実させようかなと思っ

ております。以上です。 

 

（浜田委員） 

地域医療支援病院の指定を取られたとのことですが、これは紹介率とか、逆紹介率が一

定を超えたということですか。 

ほとんどの患者さんが紹介されてきて、紹介元にまた戻しているという流れができてい

るということですか。 

 

（中村院長） 

そうです。 

 

（浜田委員） 

先ほどの御説明で少し平均在院日数が増えていますが、それは長期入院患者が増えたと、

逆にいうと、重症のお子さんが増えて高額薬剤を使っているという面もあるのでしょうか。 

 

（中村院長） 

これには、今、長野県の小児医療体制の少し変化が関係していると思うのですけれども、

当院で急性期の治療が終わったり、または、一旦お家に帰った患者さんが、地域の病院で

その後フォローしていただいたり、入院を継続していただくということが少し難しくなっ

てきています。それは、地域の基幹病院はまだ大丈夫ですけれども、少し小さな小児科医

の方しかいないような病院というのは、もう病棟は混合病棟になって、小児の入院患者さ

んをなかなか診られないという状況が長野県の中では、でも、診られないというか、それ

はもう自然の流れだと思うのですけれども、そうすると、こども病院でいろいろなケアや

継続した治療を行って、直接、お家に帰るというような方が増えてきている結果だと思い

ます。 

これは、いいことなのか悪いことなのか、よくわかりませんけれども、こども病院の果
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たす役割というのは、少しずつ変わってきていることを示していると、僕は思っています。 

 

（浜田委員） 

戻った地域でどうやってケアするのかというのが一つの課題だと思います。 

 

（中村院長） 

そうです。全体で作っていかないといけないと思っています。 

 

（浜田委員） 

小口委員言われたように、確かに８％というのはすごいと思いますし、それから１人１

日あたり単価が97,456円という、本当にすごいと思いますが、いろいろ御苦労があるとい

うことがわかりました。 

 

（山上委員） 

先ほど、小口委員から業務量のお話がありましたけれども、これだけ営業収益が増えて、

給与費は前年並みですが、この関係はどう理解したらよろしいでしょうか。 

 

（中村院長） 

皆さん、よく働いている結果だと思うのですけれども。 

人員増と時間外増にならずに、質を高く働いてくださっているおかげで、何とか早く、

それに応えなければいけないと思っています。 

 

（山上委員） 

吸収できていると考えていいのでしょうか。 

 

（中村院長） 

少なくとも、職員はモチベーションを高くしてやってくれていると信じています。 

 

（島田事務部長） 

ちょっと補足をさせていただきます。医業収益が増えているものですから、人件費比率

は下がっています。人件費そのものが、ご覧をいただいたとおり、そんなに大きく伸びて

いません。 

今年度につきましてはたまたま、こども病院の場合には、医師が85人ぐらいいるのです

が、そのうち34、35人ぐらいはフェローとか、研修生という、いわゆる正規ではないドク

ターがおります。 

このドクターの皆さんの数が、１年とか２年と非常に短期で変わるものですから、今年

度の場合は、なかなかその後期研修医が減ったことで、正規以外の医師が若干減少をして

いること等もあり、人件費が結果としてあまり伸びていないということになっています。 

これは院長が申し上げたとおり、その分は当然、職員の皆さんにも負荷がかかってくる

わけでありますので、今の状況のままで、来年度もこの数でこの患者さんの数でこの、何

というのですか、そのドクターの数とかで、なかなかこう行けないというのがありまして、

新年度は若干増員になるので、その辺、またちょっと変わるかなと思っています。 

今年度はそういった特殊事情等もありまして、結果としてこういう数字になっていると

御理解いただきたいと思います。 
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（山上委員） 

母子メンタルヘルス外来を始めたというお話を、昨年か今年にお伺いしたのですが、そ

のお話の中で、医師を含めた職員の方のメンタルケアも、というお話があった気がするの

ですけれども、実際に始めて、どんな御様子かお聞かせいただいてよろしいでしょうか。 

 

（中村院長） 

うちには産業医がおられて、機構の産業医にいろいろな、長時間労働を診ていただいて

いるのですけれども、明らかにちょっと心の病を持っている方とか、ハラスメントの問題

は、この精神科医に、特別産業医として面談をしていただき、それから私に対して忠告と

か、それから助言をいただいて大変助かりました。 

精神科医のおかげで何とか乗り切れたという経験をいたしましたので、そういう職員の

メンタルヘルスケアにも大変貢献していただいていると感じております。 

 

（山上委員） 

わかりました。非常に効果が上がっていると理解いたしました。 

 

（宮坂委員） 

県内の小児医療では、必要があれば迎えに来てくれると、そんな体制の中で、ネットワ

ークもやっていただいていますので、夜勤の看護師の話もありましたので、そういった労

働環境を見せるということも大変ではないかなと感じておりますので、引き続き取り組ん

でいただければと思います。 

 

（関委員） 

非常にすばらしい運営をなさっているので、私が言うことはあまりないですが、支援す

るサポーターを広げるために、コラボレーション共同企画、具体的には、どんな種類があ

るのですか。 

 

（島田事務部長） 

実は一昨年から昨年にかけ、当院の、ドクターカーを更新したいということで、その寄

附を募って、クラウドファンディング等も活用しながらやってきました。 

マスコミの皆さん等の協力もいただきながらＰＲして、おかげさまで5,000万円ほどの

ドクターカーの更新費用全額を寄附でまかなえたのですけれども、そういった活動の一環

の中で、コラボレーション寄附というのは、いろいろな店舗で、チェーン店で持っている

ようなカレー屋さんとか、ケーキ屋さんとか、美容院で募金箱を置かせてくれという申し

入れがあり、私どもは非常にありがたいと、いろいろな形で、病院とコラボする寄附とい

う形でいろいろ取り組んでおります。 

例えば昨年来、コカ・コーラさんは、こども病院支援自販機を作っていただいて、いろ

いろな企業のところへ設置していただいて、１本の売上に対して１円を寄附するという、

そういう取組をやっていただいております。 

企業さんからすると、それによって販売促進にもつながるということもあるようですが、

そういった、いろいろな形の寄附もやっておりまして、私どもとすると、寄附の、お金で

はなくて、こども病院をいろいろな形で応援していただく支援者といいますか、サポータ

ーを広げていくことの取組につながればということでやっております。 

私どもとすると、非常にありがたいなと思っています。それをコラボレーションと言っ

ております。 
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（小宮山委員長） 

発達障がいについて、こども病院さん、以前から診療の範囲を広げたり、さらに充実さ

れたりしていく中で、外来、診療部門を設けられたのですが、そのときに、ぜひ旗振り役

を、とお願いしました。 

なかなか簡単にはいかないでしょうけれども、県内のそれぞれの地区に、発達障がいに

非常に関心を持って診療されている方が次々と出てきています。信州大学の中澤教授もこ

の辺を何とか統合しなければいけないとおっしゃっています。 

この動きの中で、こども病院さんの関わりというか、現在どのように進めていただいて

いるのでしょうか。 

 

（中村院長） 

当院で、今の神経小児科の部長の稲葉医師が、信大の本田教授と並んで人材育成、県内

の小児科医の発達障がいに対する人材育成に取り組んでいらっしゃいまして、稲葉医師の

外来に陪席というような形で、県内の小児科医が何回かこられて、実際の現場での指導の

仕方とか、診断の仕方というようなことを覚えて、それを最終的に本田医師、稲葉医師ら

から、何らかの認定証みたいなものを出すような形で、その方が中心になって、地域の発

達障がい児センターみたいな病院を作っていこうという構想のもとに、今、活動しており

ます。 

 

（小宮山委員長） 

ますます充実していただいていて、支援というのは、以前と比べ、ものすごく広がって

いると思うのです。歴代の院長さんの御苦労もあったのですが。 

ただ、ハード面ではこども病院しかないのですね。大体、会議があっても駐車がほとん

どできない。そういう面での将来構想というのは検討されているのですか。 

 

（中村院長） 

ちょっとまだ、話ができないのですけれども、４月から病院将来構想委員会というのを

発足することにしました。それで、その目的は、もうすぐ30年を迎えるこども病院の建て

替え問題を職員の間で、ハード面だけじゃなくて、ファンクションとか機能としてどうい

うこども病院が必要かということを、まず院内で討論し始めてまとめていきたいと考えて

おります。 

 

（小宮山委員長） 

日頃、高等な専門医療をしっかり実践しておられまして本当にありがとうございます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

次は木曽病院さんにお願いしようと思うのですが、12月には、私どもも視察をさせてい

ただきましてありがとうございました。本当にいろいろ勉強させていただきました。 

御説明をいただいて、意見交換をさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いし

ます。 

 

（井上院長） 

木曽病院の井上でございます。本日はいろいろありがとうございます。また細かい、病

院の状況につきましては、駒形事務部長からお話させていただきたいと思います。 

本日はよろしくお願いいたします。 
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（駒形事務部長） 

それでは資料に沿って説明させていただきたいと思います。５－１からお願いします。 

（１）－１、患者のニーズと患者動向の把握に努め、質の高い医療サービスを効果的に

提供という課題につきましては、下から２段目の丸にありますが、木曽地域の高齢化の進

展に伴う医療ニーズの変化に対応するため、昨年の３月から地域包括ケア病棟、それから

４月から患者サポートセンターを開設しまして、患者の状況に即した医療サービスを提供

できる体制を整えております。 

また、介護医療院の開設を、来年の３月を目途に開設準備を進めるよう検討しておりま

す。来年の３月です。１年後です。療養病棟では、スプリンクラー等の設備工事がありま

すので、その工事が終わったあとで、準備を整えて介護医療院の開設に向けていくと考え

ております。 

それから２ページ目でありますけれども、（１）－２、必要な人材の確保と育成という

点でございますけれども、真ん中よりやや下に木曽病院の記載があります。医学生を対象

とした病院見学会、これを昨年の８月23日、24日に開催いたしまして、医学生、２名に参

加をいただきました。そのうち１名は木祖村の出身ということで、今後、木曽病院に来て

いただけることを期待しております。また、県内高校生を対象とした医療体験につきまし

ては、ことしの３月に事務職員、看護職員、それから医療技術職員等の医療体験を計画す

るとういうことで進めておりまして、将来的な人材の確保に向けた取組を行っております。 

また、記載はございませんけれども、岡谷市民新聞の企画で、中南信の全高校生に配布

される就職情報誌というものがありまして、そちらに、阿南病院とともに病院の紹介とい

うような記事を載せていただきました。 

次に、１ページ飛びまして、４ページの上から２番目でございますが、（１）－８、入

院患者が減少傾向にあり、病床利用率の大幅低下ということに対して、必要な医療の持続

的、かつ効率的な提供という点でございますけれども、こちらにつきましては、昨年度の

決算に基づきまして入院患者の損益分岐点として129名を算出し、院内で認識を共有するた

めに、キャッチフレーズを職員から募集しまして、「１歩２歩９ろじ」というような形で、

129を目標にやっております。廊下等に提示して職員も、今、入院患者は何人かというよう

なことで見て、関心を高めているということであります。 

なお、12月末現在の病床利用率ですけれども、昨年度は64.8％だったんですが、累計で

80.1％ということで、80％にのぼっております。 

それから５ページでありますが、（２）－１、経営改善プログラムの進捗管理と、成果

と課題というところでありますけれども、下から３段目のところに木曽病院の記載があり

ますが、毎月の月次決算の状況をまとめ、わかりやすく解説するとともに、各部署の取組

を紹介する「経営改善ニュース」を発行し、職員の意識の醸成とプログラムの着実な推進

を図っています。 

６ページでありますけれども、（２）－２ということで、医師を始めとした、すべての

役職員の経営参加・協力を一層推進という課題につきましては、月２回開催の運営会議と

いうことで、１回は早朝８時から開催しておりまして、全職員が参加可能として患者数や、

月次決算の状況を説明して認識の共有を図っているということであります。なお、医師に

つきましては、早朝の方は若干参加していただけるようになりましたが、なかなか参加数

が伸びておりませんが、それを補うために、毎月１回行われる医師連絡会議の際に、再度、

患者数とか決算状況について説明して、認識の共有を図っております。 

それから７ページの機能の新設・拡充や投資を行う場合も費用対効果の検証ということ

でありますけれども、他の病院等も同じだと思いますが、下から３段目のところにありま
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すが、院内の医療機器等購入委員会におきまして、各部門の情報を集約し、経営状況、必

要性を踏まえて検討を行い、購入の可否を決定しております。 

次に８ページでありますけれども、病床利用率の向上への取組については、下から３段

目にありますが、地域包括ケア病棟の開設にあわせまして、許可病床を259から239に20床

を減らしました。これで有利な加算が取れるようになりました。また、効率的なベッドコ

ントロールを進めております。 

９ページでありますけれども、職員の人員配置の適正化については有期職員について見

直しを行いまして、育児短時間勤務者の有効活用等、適正な人員配置に努めたということ

で、常勤職員の欠員等もありましたが、前年度、29年度の４月と比べ、平成30年の４月は

23名の減員という状況で、人件費については、上半期で2,650万円の削減効果を示しており

ます。 

それから10ページでありますけれども、医師の働き方改革については、まだ取組を始め

たばかりというところであり、医師連絡会議において、勤怠管理の方法について提案する

などして、勤怠管理が必要であるという認識を、徐々に医師に持っていただくよう努めて

おります。 

11ページでありますけれども、職員の経営分析力を一層高めるという点については、先

ほどの経営改善ニュースの取組の他に、事務部内に経費削減チームを結成しまして、財務

内容の改善に取り組んでおります。具体的には、物品のリユース棚等を設けて、ある部署

で要らなくなったものを他の部署で使うというような取組、あるいは未収金対策をどうい

うふうに進めるかというような検討を行っております。以上が、資料５の１に関する取組

であります。 

それから資料５－２にまいりまして、上半期の主な業務実績の総括表のところですけれ

ども、１ページ目の一番下に木曽病院の記載があります。 

地域包括ケア病棟の導入とベッドコントロール、それから患者サポートセンターの設置

については、今、御説明いたしましたが、それに加えまして、木曽広域連合から在宅医療・

介護連携支援センターの運営を受託しまして、地域包括支援センターとの連携強化を図っ

ております。また、病院機能評価の更新ということで、バーション2.0の更新審査を受審し

まして、４回目の認定をいただいております。 

続きまして、23ページから木曽病院の上半期の業務実績の報告があります。24ページに

具体的な数字が載っております。 

入院延患者数でありますが、対目標比で102％、それから対前年度比で99.9％でありま

す。なお、12月末では対前年比で103.6ということで、入院患者数は伸びております。 

次に外来患者数でありますけれども、対目標比で97.8％、対前年度比で97.7％となって

おりますが、12月末現在では99.1％という形で、こちらも患者数が伸びております。 

それから、医業収益ですけれども、入院の医業収益でありますが、対目標比で98.8％、

対前年度比で102.9％という形になっておりますが、12月末現在では、対前年度比で107％

という形で、こちらも収益は伸びております。 

一方、外来につきましては、対目標比で88.4％、対前年度比で94.3％、12月末現在で

96.8％という形で、前年度を下回っております。 

医業収益の合計では、対前年度比で98.9％となっておりますが、12月末現在では102％

ということで、前年度を上回っております。 

それから、木曽介護老人保健施設の状況ですけれども、こちらは入所、通所とも若干、

前年度を下回っております。12月末現在では、入所については92.4％だったものが96％ま

で伸びてきておりますが、前年度を下回っているという状況です。 

25ページにまいりまして、損益計算書でありますが、下から３行目ですけれども、経常
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損益が上半期で2,559万9千円となっておりまして、計画では728万円余の増、対前年度で

6,500万円余の増という形になっております。なお12月末現在では、経常損益が8,675万9

千円ということで、対前年度に比べますと1億4千万円余、改善されているという状況であ

ります。 

25ページの下に救急医療体制の確保ということで記載がありますが、今年は、救急車の

搬送の受入件数も伸びておりまして、対前年度比で122.2％となっているところでございま

す。 

最後のページ、28ページでありますけれども、経営力の強化として、収益の確保と費用

の抑制のところで、一番下のところに書いてありますが、電子カルテシステム等保守業務

に関する常駐要員を廃止し、保守委託料の減額を図っております。 

それから、木曽南部地域の対応ということで昨年度から取り組んでおりますけれども、

広報活動としまして、２番目の点でありますけれども、患者獲得を図るために、南木曽町

で10月28日に出前病院を実施し、また11月10日には、副院長が講師になって住民懇談会で、

がんに関する講演を行っております。 

 

（小宮山委員長） 

ありがとうございました。それでは、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。 

 

（鮎澤委員） 

昨年より、大分改善されており、いろいろな取組をされているかと思いますが、損益で、

材料費が昨年より2,600万円ほど減少しておりますが、収入自体はそれほど変わっていない

というのはどのような削減をされていたのか、それと減価償却費が、何か償却が終わった

のかということを教えていただければと思います。 

それから、給与が計画から2千万円ぐらい減っているという部分の要因についてお聞か

せください。 

 

（井上院長） 

まず取組ですけれども、先ほど申し上げましたように、地域包括ケア病棟を３月から始

めたということでございまして、それに伴って運用病床数を、急性期が133、療養が26で計

159床にいたしました。というところで、運用病床の利用率は分母が変わっております。 

看護師の数は、12月末時点の常勤換算で、昨年が144人でしたが、133人になっています。

看護師の数がちょっと減ったということです。病床数を減らしたということで、人件費支

出もそちらにあわせてダウンサイジングしているということがあると思います。 

それから、今まで、急性期をメインにやっていたところでございますけれども、急性期

病棟だけですと、入院期間が21日で出さなければいけないのですけれども、地域包括ケア

病棟にすることによって60日までいられるということで、早く病院から出さなければいけ

ないというプレッシャーのもとに、入院退院調節をしなくても済むようになったというこ

とで、比較的余裕を持って、入院退院調節ができたということが患者数の増加につながっ

ていると思います。 

ドクターからいいますと、今までは診療科ごとにチームを組んでやっていたのですけれ

ども、それを全部まとめてしまいまして、一つの病棟に、どの患者も同じように来ていた

だくというような形で急性期を統合したということで、ある意味ちょっと省力化をしまし

て、それで効率的に患者さんを診られるというような体制を取ったことが鍵だと思います。 

それから、地域包括ケア病棟を開設するに当たって非常に各職員が大変だったのですけ

れども、導入に当たりまして、いろいろと病院の中でディスカッションをしまして、患者
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がどのくらい地域包括ケア病棟にいて、どのくらい急性期病棟にいて、その患者さんをど

ういうふうに回すかというカンファレンスを毎回やっているのですけれども、それに医事

課職員も入ることによってうまく効率的に回しているということで、病院の収益に一番い

い形で、こちらは急性期病棟で、こちらは慢性期、地域包括ケア病棟でと、常に議論しな

がらやっているということが、大分効果として出てきていると思っております。 

それから外来では、薬に関しては、肝炎薬のような単価の高い治療薬を今まで使ってい

たのですけれども、治癒したことにより、そういった単価の高い治療薬を使わなくても済

んでいるということで、減っていると思います。 

これからまた、がんや他の神経疾患など、高額な治療薬も出てきますので、これから先

はちょっとまだよくわからないということでございますけれども。 

 

（駒形事務部長） 

すみません、減価償却費については、細かな資料を持ってこなかったのではっきりわか

りませんが、恐らく療養病棟の付属設備の減価償却が終わったのではないかと思っており

ます。 

 

（小口委員） 

実績に関しては、この前、視察に行ってお聞きして大体わかっていたのですが、その後、

10、11、12月で、すごく患者数が増えた要因は何でしょうか。 

また、今年度大きく変わったことは、地域包括ケア病棟を作って全体の病床数を減らし

た中で、診療単価とか平均在院日数というのは、前年度よりすごく短くなっているのです

が、それは急性期だけですか。 

 

（井上院長） 

３カ月の要因に関しましては、もちろん職員が頑張っているということもあるのですけ

れども、ただ、先ほども申し上げましたように、診療科ごとの入退院調整だったのが、地

域包括ケアと急性期とのバランスをとってやっているということが要因としてかなり大き

いと考えております。 

それから、診療単価は慢性期も含めた全入院患者の平均ですが、平均在院日数について

は、急性期病棟のみです。地域包括ケア病棟も大体、今、20日前後ということでございま

して、それをまとめると本当はもう少し長くなるのですけれども、別々に算定できるとい

うことで、そういう意味でも、かなり収益に貢献しております。 

 

（小口委員） 

実際、患者は戻っているでしょうか。 

 

（井上院長） 

そうです。 

 

（小口委員） 

11、12月増えているでしょう。 

 

（井上院長） 

増えています。12月は少し診療単価が下がったのですけれども、それは新しく入院され

る患者さんの数が少し昨年よりも減ったということで、入院期間が長くなったため３万円
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台に落ちましたけれども、11月は４万円を超えていますので、そういう面では増えている

と思います。 

 

（小口委員） 

地域包括ケア病床を採用していろいろと対応されていますが、木曽病院は、かなり効率

も良くなったし、職員の負担も軽くなっている。収益が全体として上がっていると考えて

いいですかね。 

 

（井上院長） 

特に地域包括ケア病棟の場合、整形外科の手術の際に、診療報酬が出来高で全部取れる

ということは非常に大きかったということで、それは私どもが地域包括ケア病棟を導入す

る要因になったということでございます。 

ただ、地域包括ケア病棟には整形外科の患者がかなり含まれているので、同科の医師に

はいろいろと負担をかけているのですけれども、思ったよりもうまく回転しているという

印象は受けています。 

それから導入前は、いわゆる混合病棟でありまして、小児科と産婦人科と内科の混合病

棟だけが病床利用率が40とか50％で非常に低かったのですが、それが地域包括ケア病棟を

導入し、急性期病床がみんな一緒になったということで病棟間のばらつきもなくなってき

まして、全ての病棟で大体８割くらいということになってきました。そういった面で、地

域包括ケアはうまく回っているということは確かです。 

 

（浜田委員） 

療養病床は26床ですが、それを介護医療院に転換されるということですか。 

 

（井上院長） 

以前は48床で、24床・24床で医療療養病床と介護保険の介護療養病床の２つがあったわ

けです。 

医療療養病床はそのままで介護療養病床は将来なくなるということもございまして、そ

ちらを減らしまして、その代替として、介護医療院として定員19人で導入の予定でござい

ます。そちらになりますと退院扱いになりますので、在宅復帰率については、老健へ行く

と在宅扱いとなりませんが、介護医療院になると在宅扱いになりますので、非常に有利だ

ということでございまして、あと、他の老人福祉施設に入れない方も受入れ可能というこ

とで、非常に有益でございます。 

 

（浜田委員） 

介護医療院が、新しい患者さんのための受け皿ということではないのですか。 

 

（井上院長） 

そうですね、従来、介護療養病床を利用されていた方のニーズをうまく吸収しながら、

かつ在宅復帰率を上げるということと、同じ施設を改修するだけで済みますので、非常に

やりやすいということで、考えているところでございます。 

 

（浜田委員） 

さっきのお話ですと、老人保健施設がちょっと空いているというか、患者さんのニーズ

が少し下がっているのですかね。 
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（井上院長） 

そうですね、ただ老健は老健としてのニーズがありますし、私どもあちこちに訪問診療

に行くのですけれども、冬場はなかなか回りきれないということもございまして、冬場は

老健とか、そういうところに３カ月くらい来ていただいて、また温かくなったら在宅に戻

るとか、そういう活用もしています。 

 

（浜田委員） 

今回、介護医療院ができれば、患者さんの選択肢は広がるとも言えますね。 

 

（井上院長） 

そうですね、それで、介護医療院はずっと長い間いられますので、老健は３カ月しかい

られませんので、そういったいろいろなニーズがあると思います。 

 

（山上委員） 

損益分岐点の考え方を、わかりやすい数字で踏まえたというのは、とてもいい取組だと

思いますし、職員の皆様の意識もいい方向にお変わりになっているという実感を持たせて

いただきました。 

運営会議の１回は全員参加してもいいと書かれているのですけれども、実際にどのくら

いの皆さんが、この運営会議には御参加されていらっしゃるのでしょうか。 

 

（井上院長） 

職員の一部から病院の運営状況が透明化されていないという意見もあったので、運営委

員会では全て透明にやるといいますか、どの方でも来ていただいて発言していただけると

いうことで、門を開いているところでございます。 

特に朝の、月の初めの８時からの運営会議は、労働時間ということではちょっと問題で

すけれども、全ての方ということでやっていますので、その結果、本来だったら運営委員

会に出られないような、いわゆる一般の看護師だとか、最初に言い出した方々も来るよう

になりまして、それはそれでいいのですけれども、ただ、なかなか忙しい時間ではござい

ますので、全ての職員が朝礼のように出てきているという形にはなりません。常日頃から、

そういう機会に出てきてもらえるようにということを呼びかけているところでございます。 

ただ、講堂がいっぱいになるとか、そういうふうにはなかなかいきません。 

 

（山上委員） 

地道にお取組になられれば、参加される方も増えるのかなと思います。 

働き方改革で医師の皆さんとお話し合いを始められたと、記載されておりますが、実際

に医師の皆さんというのは、働き方改革についてはどんなお考え、意識を持っていらっし

ゃるのでしょうか。これから具体的になるとしても、入口としてどんな御印象を持たれた

か、お聞かせいただけますか。 

 

（井上院長） 

まず、私どもの病院は、医師の数が21～22人と、非常に少なく、それで24時間365日や

っておりますので、特に一人の診療科の医師は呼び出されることが結構多いということが

ございます。 

医師は結構使命感を持ってやっていますし、私の印象としては、４万人台であった木曽
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の人口が、今、２万7,500人ですけれども、当時と比べると、私が神経内科を一人でやって

いたころよりも、かなり業務量は減っているということは確かだと思います。そういった

中で、実際にはどの部分が業務で、どの部分が自己研鑽になるかとか、あるいは病院にた

だいるだけなのか、いろいろ解釈がございまして難しいところですけれども、理解いただ

いてやっているところでございます。 

今のところは、こういった業務の把握に関しては大きな異論は出ておりませんけれども、

機構本部とも協力しながら、現状を把握していきたいと思っています。 

 

（関委員） 

病床機能に応じた、看護職を中心とした適正配置の検討と取組の検討というのがすごく

よくわかりました。 

27ページに職場環境の整備で、育児短時間勤務の看護職員21人、育児時間看護職員11人

とあると思うのですが、この短時間と育児時間という違いを教えていただきたいのと、全

体に占める割合も多いかなと思うので、工夫していらっしゃることを教えていただきたい

と思います。 

 

（井上院長） 

私のわかる範囲で御説明させていただきますけれども。特にうちの病院の場合は、夜勤

のできる方が非常に少ないということがございまして、何とか夜勤のできる方を有効に使

いたい。それから、なかなか新しい看護師を補充することが難しい中で、育児短時間勤務

者を有効に使いながら働いていただくということで工夫しているところでございます。 

 

（駒形事務部長） 

今まで、育児短時間勤務については、１週間で勤務を減らすという方と、それから毎日

の勤務時間を減らすという方、２種類おられて、あまり区別を我々もしてこなかったんで

すが、本部の方で、この育児短時間の制度については、基本的には７時間45分勤め、日数

を減らす方については育児短時間を使う。それから、育児時間の方は、１日の勤務時間を

短くするという、そういうような区別をはっきりさせながら、使い分けをしていくという

ような形で進めてきております。 

 

（関委員） 

わかりました。この制度は、私の施設もそうですけれども、なかなか複雑で職員や管理

職の理解を深めていくことが、とても大事なことと思います。いろいろな違いをつける工

夫をしていらっしゃると思いました。 

 

（北原副理事長） 

本当は育児短時間って、そういうのは行政職、県の行政職員用のシステムを使っていた

ので病院仕様ではないということで、次長さんを中心にその育児短時間で、こういう形で

お願いしたいというのを、看護部長からお話をしていただいて、病院側にとってもお互い

にメリットがあるような形でやっていく、それから夜勤もなるべくお願いできるという体

制に組みかえていくという、今の状態です。 

県の職員自体は、行政職と全く同じ内容で全部制度が入っているので、それをずっと引

きずってきたのですけれども、ようやくそこら辺まで分析に入ってきては、できつつある

かなと思っています。 
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（関委員） 

どうしても、交代制勤務主体の制度の解釈というのが、なかなか作られていなかったと

ころを、きちんと整備をしたということですね。 

 

（小宮山委員長） 

病院が一丸となって取り組んでおられるということがよくわかりました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

木曽病院さん、本当に今日はありがとうございました。 

続いては、信州医療センターさんにお願いしたいと思います。 

12月には視察をさせていただきまして、御対応、本当にありがとうございました。 

それでは、御説明をいただいて、意見交換をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

（寺田院長） 

信州医療センター、院長の寺田でございます。よろしくお願いいたします。 

当院の状況につきましては、事務部長の白鳥から御説明させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

（白鳥事務部長） 

事務部長の白鳥博昭と申します。 

私から資料の５－１と、それから５－２、合わせて決算状況、収支の状況について御説

明をさせていただきたいと思います。 

最初に、資料５－１の１ページをご覧いただきたいと思いますけれども、質の高い医療

サービスということでございますけれども、信州医療センター、最初の項目にございます

のでご覧いただきたいと思いますけれども。 

まず内視鏡の関係でございますけれども、今回、市町村との連携による対策型胃内視鏡

検診ということが、これは７月から始まったという状況でございまして、内視鏡センター

の充実を図るということで、件数を増加したいということでありました。 

予定した計画では7,800ということでございますけれども、現在7,300という状況で、ち

ょっと計画に行くのかなという、今、若干、微妙なところがございます。特に対策型胃内

視鏡検診については1,000件を予定したんですけれども、大体半分、500件ぐらいが受けた

ということでございまして、他の医療機関でもやっている状況もございますので、今後、

中野市であるとか、長野市も含めるというようなこともございますので、その辺をターゲ

ットにできればいいかなと思っているところでございます。 

それから産科医療につきましては、常勤の女性医師を１名増員したということ、それか

ら、あと助産師を、院内助産所ができるようにということで、信州大学の「助産リーダー

養成コース」に研修に出したということでございます。 

あと、後ほど出てきますけれども、産科病棟についてリニューアルをして、４人部屋を

２人部屋、あるいは個室をきれいにするとか、壁紙を張りかえたり病室の真ん中に敷居を

入れて部屋を改装したりして、この12月に完成いたしましたので、１月からスタートと、

そういう状況にもなってございます。 

それから、２ページでございますけれども、人材の確保ということでございますけれど

も、当院の場合は特に研修医、現在、自治医科大学の研修医がうちに来ているんですけれ

ども、自治医科大学の医師はなかなか当院に残るということはありませんので、それ以外

の大学からの研修医を確保するということで、プロジェクトチームをつくりまして検討し
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ておりまして、去年は１人、ことしは２人と、そういう状況で、来年も２人、自治医科大

学以外のドクターが入るということで、研修医には力を入れている状況でございます。あ

と、職員の研修等もしっかりやっているということもございます。 

それから３ページでございますけれども、１番目の分娩数を増やすということでござい

ます。特に、先ほど分娩の関係で産科病棟を改修したとか、いろいろございますけれども、

地域の方に御理解をいただくということも必要でございますので、さまざまなイベントで

あるとか、あるいは須坂市報であるとか、他の市町村の広報誌、それからケーブルテレビ

等を使ってＰＲをしてきたところでございます。 

それから病床についてはそこに書いてございますとおり、リニューアルをしたというこ

とで分娩数は今年度の目標が265件という状況でございましたけれども、ただ、途中、経営

改善プログラムで220件まで落としたのですけれども、現時点の見込みといたしましては、

190件ぐらいが見込みかなという状況でございまして、ちょっと予定よりは下回っておりま

すけれども、最初に分娩をされて２回目の分娩の方もそろそろ出てきておりますので、今

後増える予測はあると思います。 

また、この地域、須高地域では大体400件くらいの分娩数がございますので、里帰り等

を入れればもうちょっと可能性はあると思いますので、それも含めて広報に力を入れてい

きたいと考えているところでございます。 

それから内視鏡、次の（１）の４でございますけれども、内視鏡の件数の増加というこ

とでございます。これについても、先ほど申し上げたとおり、取組にプラス、中段にござ

いますとおり、市民公開講座というものを行いまして、大腸がんについて特に検診をして

いただきたいというお話であるとか、どのように注意をするか、治療するかということの

話をドクターお二人にやっていただきました。地域の方が200人くらい集まりまして、いい

話ができたということも伺っております。 

ただ大腸検診を人間ドッグでもオプションで始めたのですけれども、なかなか増えない

状況にはございます。医療でやった方が金額的には安くできるということがございますの

で、なかなか伸びないところではございますけれども、増加するよう検討をしているとこ

ろでございます。 

それから３つ目の経営分析について、でございますけれども、経営分析につきましては、

毎月、運営会議であるとか、あるいは院長の全体朝礼で経営の状況について職員に説明を

しているところでございまして、特に運営会議については、次長やリーダーも出てきてお

りますし、ドクターも、メンバーの８割ぐらいは出てきておりますので、ドクター自身も

経営に対する理解は進んでいるのではないかと思います。また、全体朝礼についても、大

体、職員が100人ぐらいは出てきていろいろな話を院長からしていただいて、経営理解を進

めているところでございます。 

この他医薬品であるとか材料費等の関係についてはベンチマークを使いまして、これ自

治体病院協議会のベンチマークでございますけれども、実際、当院の場合は、比較します

と他の病院より高い状況ということもございましたので、その辺について業者と価格交渉

をして、下げる努力もしているところでございます。 

それから５ページでございます。経営改善プログラムについて、でございますけれども、

当院の場合、経営改善プログラムの見直しを行っておりますけれども、どのような状況か

ということにつきましては、全部署を対象に、院長と私と、あと看護部長と一緒になって

ＰＤＣＡということで、進捗状況をそれぞれヒアリングして必要なことについては指示を

している、そういう状況でございます。 

６ページでございますけれども、役職者の経営参画努力を進めるという状況でございま

す。これについては、先ほど申し上げましたとおり、運営会議等を開催して必要な分析等
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について、相当厚い資料を出して中身をよく見ていただきたいということでお話をしてい

るところでございます。また、全体朝礼についても、先ほどお話をしたような内容でござ

います。 

それから７ページでございますけれども、費用対効果を重視した検証ということでござ

いますけれども、どこの病院も同じだと思いますけれども、医療器械であるとか施設整備、

特に当院は建物ができてから17年経っているという状況でございまして、非常に医療器械

であるとか施設整備、そこら中、壊れたりして修理が必要になってきておりますけれども、

優先度を鑑みまして特に医療器械については、毎回毎回、それぞれの部署から要求を出し

ていただくと５億円近くの要求金額が出てきておりますけれども、予算的には２億円ぐら

いしかありませんので、十分精査をして、内容を検討して、購入計画を策定してと、そう

いう状況でございます。 

それから８ページでございますけれども、病床利用率を上げるという取組でございます。

一番、必要なことは、新入院患者を増やすということが重要なことだと思いますので、そ

のために院長と地域連携室の職員が地域の診療所を、去年の６月くらいに訪問し60カ所ぐ

らいを回って医師等のＰＲをした取組をしました。 

また病床利用率ですが、今、どういう状況かということを皆さんに知っていただくため

に、各部署に病床利用率、当院の場合は損益分岐点、86％ということでございますので、

86を超えると、院長の顔がにこにこになって、下回ると悲しい顔になるというようなもの

を、各パートで張っていただいております。 

あとは、毎回の運営会議でも、運営会議の指標というのは大体、前月分を説明するので

すけれども、現在の病床利用率等についても、資料を出して説明をしているところでござ

います。 

それから９ページでございますけれども、職員給与ですね。費用対効果を見てというこ

とでございますけれども、特に当院、昨年は人件費が相当伸びたということ、それから県

の負担金が減ったというようなことで赤字になりましたけれども、病床を７対１から10対

１の混合病棟だったものを、今年は10対１にし入院基本料の２というものを取ってござい

ます。 

全部を10対１にしたということで必要な人数に合わせてきたということでございまし

て、ドクターであるとか、コメディカル、事務、それから看護も含めて、全体的に全部を

見直しいたしまして、必要な人員に絞ってきたところでございます。大体、人員としては、

25人ぐらいは削減できたかなという状況でございます。 

それから10ページでございますけれども、医師の働き方改革について、でございます。

当院の場合は、働き方改革については管理者会議というものがございまして、各リーダー

が出てきている元々のですけれども、そこに必要な者を加えまして、プロジェクトチーム

を昨年９月に設置いたしました。 

それで定期的に会議を行っておりまして、医師を始めとした働き方改革の具体的な取組

ということで、患者さんに対する説明時間、それについては勤務時間内にと、それから超

勤を減らすというようなことで、各種会議については勤務時間内に終わるように努力をす

るということ、それから、あとは職員の勤怠管理についても、どのようにしたらいいかと

いうことを研究しているところでございます。 

また、医師の超勤についても、厚生労働省等の状況を見ながら、どんなものが超勤なの

か、あるいはどのようなものが自分の自己研鑽になるかということについても、ある程度

の考え方も検討影響をしている、プロジェクトチームも進めているところでございます。 

それから11ページでございますけれども、職員の経営参画意識を一層進めるというよう

なことでございますけれども、先ほどから申し上げているとおり、運営会議や全体朝礼も
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ありますし、また、当院、経営企画室会議というものがございまして、多職種の皆さんに

出てきていただいて、さまざまな収益向上の検討をしていただいています。新たな加算を

取れるものがないかとか、診療報酬の改定に対応した入院料の基準を維持するなど、必要

なものについては検討を進めてきたという状況でございます。 

資料の５－１については、長くなりましたが、そのような状況でございます。 

また資料５－２でございますけれども、当院の主な業務実績ということでございます。 

最初のところにございますとおり、先ほど来、申し上げているとおり、産科医療の充実

であるとか、内視鏡検査の充実、それから人件費比率低減に向けた人員の適正配置の検討

ということに合わせまして、地域包括ケア病棟もございますので、これの病床数の増床を

したいということです。それから、昨年の12月に電子カルテが、更新期間を迎えましたの

で、この１月１日から新たな電子カルテを入れるということで、富士通からＩＣＣに変え

相当な努力を皆さんしていただいて、現在は順調に行われているということでございます。 

次ページの、当院の業務実績報告でございますけれども、記載事項についてはご覧をい

ただきたいと思いますけれども、２ページをご覧いただきたいと思います。上半期の業務

実績でございますけれども、ご覧いただくとおり、計画、それから対前年と比べますと、

特に対前年と比べると入院であるとか、あるいは単価について、医業収益等々も増加して

いる状況でございます。 

それから３ページをご覧いただきまして、損益計算書をご覧いただき、現時点で上半期

の状況、当初の純利益ということで、7,491万1千円という状況でございます。これ現在、

12月末の状況ですと、約1億9208万円ということで１億円台に乗ってございます。当院の場

合は、昨年は10月までは全ての月において赤字でございました。今年は６月以外全てが黒

字の状況で運営をさせていただいてございます。去年と比べると、2億5千万円ほどの改善

をしたという状況でございまして、診療報酬の改定であるとか、産婦人科の充実であると

か、それから診療単価の向上等々が影響をしているのではないかと思われます。また、新

入院患者も増えてございますので、入院患者数も増加しているところでございます。 

あと、内容については記載がありますので、ご覧をいただきたいと思います。説明は以

上でございます。 

 

（小宮山委員長） 

それでは委員の皆様から何か御意見をいただきたいと思います。 

 

（鮎澤委員） 

様々な取組されて、昨年と比べると収益が改善されているという状況が非常に素晴らし

いと思います。 

病床利用率ですが、確か損益分岐点の目標は86％かと思いますが。 

 

（寺田院長） 

今年の上半期では、病床稼動で86％が当院の損益分岐点と考えています。病床利用です

と、大体80％前後ぐらいにあたります。 

下半期12月には３階病棟の病床を減らしました。その影響を考えますと、これまでと比

較し、病床利用率で85％、病床稼動で90％、そこら辺を新たな損益分岐点と考えています。 

３階病棟は産科病棟です。４床室を２床室に変えたり、２床室を個室に変えたりしまし

た。そのため稼動率と利用率をそのくらいに上げて評価しないとないと厳しいかなという

ところです。 
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（鮎澤委員） 

今は病床利用率が79％ぐらいあるので、しっかり利益を得られているということですね。 

 

（寺田院長） 

そうです。 

 

（小口委員） 

前年度は結構悪かったと思います。だから、前年度と比較するとすごく改善している。 

取組もしっかりされているのですばらしいと思います。 

地域包括ケア病床は何床でしたか。 

 

（寺田院長） 

46床から今度は49床に、３床増やすことになります。この１月１日からです。 

 

（小口委員） 

地域包括関係では、大体何％ですか。 

 

（寺田院長） 

90％から100％の間です。冬場は高稼働で推移することが多いです。 

 

（小口委員） 

安全牌として、いかに急性期一般病床を埋めていくかというのは多分、信州医療センタ

ーの課題だと思います。 

診療単価、4万1千円というのは全体ですか。 

 

（寺田院長） 

全体です。急性期一般病棟では4万6千円ぐらいです。 

 

（小口委員） 

多分、これからの課題は、4万6千円をどう上げていくかだと思いますが、産科は別とし

てお考えがあるのですか。 

 

（寺田院長） 

急性期では、重症度医療看護必要度の高い方の入院が必要だと思っています。そのため

には、開業医から御紹介いただける新紹介の患者さんを増やすことがとても大事で、地域

の診療所回りをまめにやって、当院での診療に対するご理解をいただき、新紹介患者さん

の獲得に努めていくのが大切かなと思っています。 

もう一つは救急車の受け入れを基本的に断らないということでやっています。救急から

の入院患者さんは当初の医療必要度が高い方が多く診療単価が高くなってくるものですか

ら、しっかりとした経営をしていく上で、大切だと思っています。 

それと、ＤＰＣのⅡからⅢに移る段階で、いかに地域包括ケア病棟を適切に使っていく

のかというのがとても大事です。去年の前半ぐらいはその病床稼働がなかなかうまくいき

ませんでした。転棟は、それぞれのドクターの思いや看護師たちの思いも入るものですか

ら、進まないことがありますが、ここへ来て、少しずつよくなってきました。 

収支の悪い時に感じますが、地域包括ケア病棟を、いかに一般病床の稼働が悪い時にも
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埋められるかが病院の安定経営につながるというのが昨年上半期の実感です。年間を通じ

て維持していきたいなと思っています。 

 

（小口委員） 

Ⅱを超えた割合を、常に職員に知らせながら、それを増やすことができれば。 

 

（寺田院長） 

そうですね。具体的に当院で扱いことの多い代表的な疾患に関して、ＤＰＣのⅡからⅢ

で、どのくらいの患者さんの比率になっているのか、実際にどのくらい金額が落ちてしま

うのかというのを、管理者会議等で提示させてもらって、それを診療科によっての取組の

違いや、疾患も違うことから、診療科単位での必要なデータを出してもらい、担当科の医

師に説明、協力をお願いするといった形を取っています。最終的には個別対応ということ

で、私から話をしています。 

 

（小口委員） 

院長がかかりつけ医を回り、かなり紹介率や新入院患者が増えたと言われましたが、ど

のくらい増えていますか。それを増やすのが一番大事ですね。 

 

（寺田院長） 

５％ぐらい増えていると思います。 

 

（小口委員） 

すばらしい。ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思います。 

 

（浜田委員） 

４月から急性期の一般入院料２で算定されたということですが、これは、昨年度は10対

１で算定されていたのですか。 

 

（寺田院長） 

平成28年度の診療報酬の改定に伴い、昨年度は３病棟が７対１、２病棟が10対１の混合

病棟群でした。産婦人科・小児科病棟と整形外科病棟が10対１でした。平成30年度の改定

で全病棟が10対１となりました。実際には10対１以上あれば良いのですが、今度の改定で

これまでの７対１と10対１の間に２段階のステップが設けられ、そのうち基本料２、上か

ら２つ目のところの入院基本料で全病棟体が取れることになりました。特に５階整形外科

病棟での入院基本料の引き上げ分が非常に大きく貢献していると思っています。それと、

先ほどのＤＰＣの関係で述べたように、地域包括ケア病棟を有効に利用してくれている、

その２つの要素が非常に大きいと思っています。 

 

（浜田委員） 

一般入院料２が、かなり経営にも貢献しているということでしょうか。 

 

（寺田院長） 

貢献していると思います。平成28年度の改定で、混合病棟群を選択した施設は11病院ぐ

らいしかありません。平成28年度改定のまま平成30年度改定に入った場合、かなり大変な

収支状況になることが予想されました。それに対する救済措置といいますか、うちの病院
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も含め、混合病棟群を選択した11病院の今後が見られている感じがします。いずれにしま

しても、今回の改定は大変助かりました。 

 

（白鳥事務部長） 

仮に10対１が前のままだとすると、1億2,500万円くらい減収する予定だったのですけれ

ども、それが全く落ちずに、７対１と今回の入院基本料２は金額で300円しか違わないので、

診療報酬が高くなっている。ですから、かえって1億2,500万円プラス3千万円から4千万円

ぐらいの収益が上がっていますので、1億5千万円ぐらいの効果が出ているということだと

思います。 

 

（浜田委員） 

厚生労働省は多分、それを意図して改定したと思いますが、看護師数もクリアできてい

るということですね。 

 

（寺田院長） 

そうですね、実際に７対１をずっと取っていくというのはかなり厳しいかなと思います。

恐らく、次回、32年度改定では、重症度医療看護必要度を少しいじってこられるかなと思

いますので、恐らく入院料２はこのまま、７対１から10対１への誘導がなされると思いま

す。現在の入院料２を32年度改定でも維持してもらえれば減収が少なくなると思っていま

す。 

 

（浜田委員） 

院長を初め、病院の中で積極的に情報共有されていてすばらしいと思うのですが、組織

的には、この経営企画室会議がブレインなのでしょうか。 

 

（寺田院長） 

経営企画室よりいろいろな提案が出されて、そこで揉んでいただいたものを管理者会議

にかけて、そこでさらに揉んで方針を出すということをしています。その内容を看護師長

会議と診療部会議に諮ります。診療部会議には、おおよそ８割ぐらいの医師が出てきてく

れています。そういうところで周知し、医療技術部門であれば、医療技術部門の会議のと

ころで出してもらい、運営会議でそれをまた報告します。あとは毎月の全体朝礼の際に、

決定した内容やそこに至る考え方の大事なところをピックアップするような形で、おおよ

そ100人くらいが参加しますが、話をさせてもらいます。 

 

（宮坂委員） 

４ページの産科医療の充実について、産科の常勤医増員、さらに分娩も増加させながら、

あとは助産師の育成という中で、中身のところも医師にということで力を入れて取り組ん

でいただいています。 

分娩というのは、周辺の事情も影響すると思うのですが、上半期実績は94件で、前年度

に比較するとかなり増えているのですが、今後、どのくらいの分娩件数を目標として考え

ていらっしゃるか、教えてください。 

 

（寺田院長） 

正直なところ、月に25件、少なくとも20件は最低ほしいと思っています。ちなみに今年

度の平均をこの12月までで出しますと、月15.7件になります。今年の１月から今年７月ま
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での６カ月の予約が既にありますので、それを見てみますと月平均18.8ぐらいの件数にな

っています。その先の月はこれから予約で入ってきますので、まだ不明で何とも言えませ

ん。 

先ほど事務部長から話があったように、一昨年の６月から分娩の取り扱いを再開してい

ますが、再開後当院で出産していただいた方が、リピーターでまた当院を利用してくれる

といったケースも出てきています。だんだん口コミできちんと広まっていけば、急激に増

えるということはないと思いますが、須高地区で年間400分娩あり、それに里帰り分娩も加

われば、年間240～250くらいの当院での取扱数になってくれるとありがたいと思っていま

す。 

 

（久保理事長） 

よろしいですか、産科医療を継続するのに相当苦労されております。人口が減ってきて

いますけれども、産科医療をなくしてしまうと、地域が崩壊しかねませんので、県には、

信州医療センターの政策医療としてほしいと訴えています。評価委員にも御理解をいただ

いて、県に働きかけをしていただけると、とても助かるなと思っております。 

 

（寺田院長） 

産科医療に関係する職員より、ワーキンググループを作り当院での産科医療について広

報したいとの申し出があり、ＷＧを設けました。少しずつではありますが、外に向けての

発信を始めているところです。 

 

（小口委員） 

小児科医は何名いますか。 

 

（寺田院長） 

小児科医は２名です。そのうちの１人がＮＩＣＵ管理の長い経験のある医師で、小児科

部長です。正常分娩であれば、小さいお子さんであっても、月20、あるいは25件ぐらいの

分娩数であれば、対応できます、という話をしていただいています。そのくらいのところ

を目指せるかなと思います。 

それから、信大の小児科では、当院での出生数が増えて、ＮＩＣＵで分娩後のフォロー

が必要な新生児が多くなるようであれば、当院常勤派遣を１名増やすことを検討すること

で了解を得ています。 

 

（小口委員） 

産婦人科が４人、婦人科が１人で、産科が３人でしょうか。安心したお産をしっかりや

っていくには、小児科も３人ぐらい必要ではないでしょうか。 

 

（寺田院長） 

そうですね、おっしゃるとおりかと思います。いま現在の分娩数だと、小児科医お二人

でもいいと思いますが、これが本格的に月に20人越え、25人前後になってきますと、小児

科の１人増員をお願いしたいところです。 

ただ、現在いる部長の医師は、そのぐらいまでは十分できますよと言ってくれており、

ありがたく動いていただいております。 

 

（山上委員） 
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適正配置で、職員を20数人少なくされたというお話があったのですが、実際にそこで働

いていらっしゃる職員から、何か不満の声とか、そういったことは特にないと理解してよ

ろしいでしょうか。 

 

（白鳥事務部長） 

一番大きな声が聞こえるのは、病棟の看護師からで、本当にぎりぎりの人員を配置して

いますので、以前の状況と比べると、大体、各病棟に１人か２人減っています。どうして

も、仕事量が何か増えた感じがするのですが、そこは本部の皆さんとか、うちの看護部長

等が各師長に、自分の病棟の必要な看護師数を自分で計算してみなさいということをして、

ではここは上回っている、少し余剰がある、あるいはまだまだ大丈夫ということを認識さ

せた結果ですね、声が一気にダウンして一生懸命やりますねということで、以前と比べる

とトーンが大分下がってきました。 

けれども、仕事が大変でやめる方も結構出てきたりしているので、やめた人の補充は必

要な状況はあると思いますので、そこは数字を見ながらしっかりやっていきたいと思いま

す。あと、事務系であるとかコメディカルは、そういうことは言われない数字としました

ので、大丈夫だと思います。 

大体、金額として1億円ぐらいを減らしましたが、ただ、新しく職員も入っているので、

トータルするとそんなにプラスマイナスはないのですが、一定の効果は出ていると思って

います。 

 

（山上委員） 

十分、コンセンサスを図って御対応いただければと思います。 

 

（小宮山委員長） 

院長を中心に、全員で前向きに取り組んでいることがよくわかりました。引き続きよろ

しくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

（寺田院長） 

本日はどうもありがとうございました。今後とも御指導をよろしくお願いします。 

 

（小宮山委員長） 

全体を通して何か御意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

本当に今日はありがとうございました。 

それから病院機構の皆様方、本当に長時間にわたり御協力ありがとうございました。 

議事がすべて終わりましたので、マイクをお返ししたいと思います。 

 

（滝沢課長） 

小宮山委員長、委員の皆様、機構本部の皆様、本日は長時間にわたり、熱心に御議論を

いただきまして、ありがとうございました。 

最初に申し上げたとおり、本日は第４回目で、本年度の委員会は終了でございます。 

来年度は第３期中期目標、それから第３期中期計画について、本格的な業務が始まりま

すので、引き続き、委員の皆様には貴重な御意見を賜りますよう、御協力をいただきたい

と思います。 

本日はありがとうございました。気をつけてお帰りください。 


